
 

 

 

 

（介護予防）訪問リハビリテーション事業の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年（２０２６年）４月 

 

 

 

熊本市健康福祉局高齢者支援部介護事業指導課 

 

 



 

 

 

 

目  次 

 

Ⅰ 訪問リハビリテーションの概要  

  訪問リハビリテーションとは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

  介護予防訪問リハビリテーションとは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

Ⅱ 指定基準編 

１ 人員、設備に関する基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

２ 運営に関する基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

Ⅲ 報酬編 

１ 基本単価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

２ 加算等 

（１）集合住宅に居住する利用者の減算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

（２）特別地域等に居住する者へのサービス提供加算 ・・・・・・・・・・・・・25 

（３）短期集中リハビリテーション実施加算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・27 

（４）リハビリテーションマネジメント加算（介護のみ） ・・・・・・・・・・・27 

（５）主治の医師が頻回リハビリテーションの特別指示を行った場合の取扱い ・・31 

（６）移行支援加算（介護のみ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 

（７）サービス提供体制強化加算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

（８）認知症短期集中リハビリテーション実施加算（介護のみ） ・・・・・・・・35 

（９）口腔連携強化加算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 

（10）退院時共同指導加算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 

（11）高齢者虐待防止措置未実施減算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 

（12）業務継続計画未策定減算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 

（13）介護職員等処遇改善加算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 

 

３ その他の留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 

 

 

 

（参考資料） 

■「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関

連する事項等について」の一部改正（抜粋）（平成 30 年 3 月 30 日 保医発 0330 第２

号） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 

■介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務 

 の実施に関する留意事項について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

■各種情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 

■（参考資料）算定構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 

■特別地域・中山間地域に係る対象地域一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・51 

 

 

 



 

1 

 

Ⅰ 訪問リハビリテーションの概要 
 

【訪問リハビリテーションとは】 

介護保険法第８条第５項において、「訪問リハビリテーションとは、居宅要介護者<注１>（主治の医師

がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準<注２>に適合していると認めたものに限る。）

について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行

われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。」と規定されている。 

 

<注１>居宅要介護者とは 

要介護者であって、居宅において介護を受けるものをいう。 

なお、居宅には次の施設における居室も含まれる。 

（法第８条第２項、法施行規則第４条） 

・養護老人ホーム（老人福祉法第 20 条の４） 

・軽費老人ホーム（老人福祉法第 20 条の６） 

・有料老人ホーム（老人福祉法第 29 条第１項） 

 

<注２>厚生労働省令で定める基準について 

病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療

に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーシ

ョンを要することとする。（法施行規則第８条、第 22 条の７）。 

 

【介護予防訪問リハビリテーションとは】 

介護保険法第８条の２第４項において、「介護予防訪問リハビリテーションとは、居宅要支援者<注３>

（主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準<注２>に適合していると認めたも

のに限る。）について、その者の居宅において、その介護予防<注４>を目的として、厚生労働省令で定め

る期間<注５>にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。」と規定さ

れている。 

 

<注３>居宅要支援者とは 

要支援者であって、居宅において支援を受けるものをいう。 

なお、居宅には次の施設における居室も含まれる。 

（法第８条の２第２項、法施行規則第４条） 

・養護老人ホーム（老人福祉法第 20 条の４） 

・軽費老人ホーム（老人福祉法第 20 条の６） 

・有料老人ホーム（老人福祉法第 29 条第１項） 

 

<注４>介護予防とは 

身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若

しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止を

いう（法第８条の２第２項）。 

 

<注５>「厚生労働省令で定める期間」とは  （法施行規則第 22 条の２） 

居宅要支援者ごとに定める介護予防サービス計画において定めた期間 
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Ⅱ 指定基準編 
 

１ 人員、設備に関する基準                     
 

従業者の員数 

 

 

 

 

 

① 専任の常勤医師が１人以上※ 

※指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院（以下「介

護老人保健施設等」という。）であって、病院又は診療所（医師について介護老人

保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。）（以下「病

院等」という。）と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医

師との兼務で差し支えない。 

※指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設等であって、当該介護老人

保健施設等に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足るもの

であること。 

また、指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設等であって、病院

等と併設されている事業所において、指定訪問リハビリテーション事業所の医師

が、当該病院等の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るもの

であること。 

※指定訪問リハビリテーション事業所のみなし指定を受けた介護老人保健施設等に

おいては、当該介護老人保健施設等の医師の配置基準を満たすことをもって、訪

問リハビリテーション事業所の医師の常勤配置に係る基準を満たしているものと

みなすことができること。 

② 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士：１以上 

設備・備品等 

 

 

 

(1) 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院であること。 

(2) 必要な広さ（利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース）の専用区

画を設けていること。 

(3) サービス提供に必要な設備・備品等を備えていること。 
 
※１ 専用区画について、業務に支障がないときは、指定訪問リハビリテーションの事業を行うための区画

が明確に特定されていれば足りる。 

※２ 設備及び備品等については、当該病院等における診療用に備え付けられたものを使用することができ

るものである。 

※３ みなし指定（病院・診療所） 

病院・診療所については、介護保険法第 71 条第１項・同法施行規則第 127 条の規定によりみなし指

定となっている。但し、別段の申出を行った場合はみなし指定とならない。 

※４ みなし指定（介護老人保健施設・介護医療院） 

介護老人保健施設・介護医療院については、介護保険法第 72 条第１項・同法施行規則第 128 条の規

定によりみなし指定となっている。但し、別段の申出を行った場合はみなし指定とならない。 

※５ 関係する、基準省令・告示・通知の一覧 

 

■人員基準 

【問 61】指定訪問リハビリテーションの人員基準において常勤医師の配置が必要であるが、常勤医師が

１名の診療所や介護老人保健施設において指定訪問リハビリテーションを実施する場合、当該医

師の他にもう一人の常勤医師を雇用する必要があるか。 

【答】 必要ない。 
 

【問 62】指定訪問リハビリテーション事業所の常勤医師が、理学療法士等が利用者宅を訪問してリハビ

リテーションを提供している時間や、カンファレンス等の時間に、医療保険における診療を行って

も居宅等サービスの運営基準の人員に関する基準を満たしていると考えてよいか。 

【答】 よい。  

（平成 30 年度介護報酬改定に関する関係Ｑ＆Ａ(vol.１) H30.3.23） 
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項  目 略 称 名    称 

人員・設備・運営 

居宅基準 
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 

（平成 11 年厚生省令第 37 号） 

予防基準 

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成

18 年厚生省令第 35 号） 

解釈通知 
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について

（平成 11 年老企第 25 号） 

介護報酬の算定 

居宅算定 

基  準 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

 （平成 12 年厚生省告示第 19 号） 

予防算定 

基  準 

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

 （平成 18 年厚生省告示第 127 号） 

居  宅 

留意事項 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービ

ス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支

援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項

について（平成 12 年老企第 36 号） 

予  防 

留意事項 

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴

う実施上の留意事項について（平成 18 年老計発第 03170001 号ほか） 
 
※ 指定基準は平成 25 年度から県又は熊本市の条例で定められましたが、本手引きにおいては基準省令の条

項で記載しています（一部独自規定部分のみ条例を記載）。基準省令と異なる県・市の独自基準等につい

ては、各条例を参照ください。 

 

２ 運営に関する基準 
 
（１）利用者の人権擁護、虐待防止等のための措置（居宅基準第３条第３項、第４項） 

３ 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

４ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、法第 118 条の２第１項に規

定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

※この場合、「科学的介護情報システム（LIFE）」に情報を提出し、当該情報及びフィードバック情報を

活用することが望ましい。 

 

【訪問リハビリテーションに固有なもの】 

（２）指定訪問リハビリテーションの基本方針（居宅基準 75 条） 

指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、

その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリ

ハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。 

 

（３）指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針（居宅基準 79 条） 

   指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、リハビリ

テーションの目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

   指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。 
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（４）指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針（居宅基準 80 条）      

   指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その

方針は、次に掲げるところによるものとする。 

１ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び訪問リハビリテーション計画に

基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。 

２ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその

家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように

指導又は説明を行う。 

３ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。 

４ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録すること。 

５ 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対

し、適切なサービスを提供する。 

６ それぞれの利用者について、訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評

価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告する。 

７ 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議（次条第１項に規定する訪問リハ

ビリテーション計画又は第 115 条第１項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利

用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専

門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第８条第 23 項に規定する指定居

宅サービス等をいう。）の担当者その他の関係者（以下｢構成員｣という。）により構成される会議（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この号

において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利

用者等の同意を得なければならない。）をいう。以下同じ。）の開催により、リハビリテーションに関

する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適

切なサービスを提供する。 

 

【解釈通知】（四－３－（２））                 

② 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事

業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的

に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーション

を中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等の指示を行うこと。 

➄ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に

身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすことに

ついて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容

について記録しておくことが必要である。 

➇➆ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員

を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビ

リテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達していること。 

➈➇ リハビリテーション会議の構成員は、利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の

担当者、看護師、准看護師、介護職員、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者及び保健師

等とすること。また、必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が参加すること。 

なお、利用者の家族について、家庭内暴力等により参加が望ましくない場合や、遠方に住んでいる等

によりやむを得ない事情がある場合は、必ずしもその参加を求めるものではないこと。 

また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成員がリハビリテーション会議を欠

席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図ること。 
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リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利

用者又はその家族（以下この⑧において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電

話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に

当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守

すること。 
 

★リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電話等情報通信機

器を使用してもよいこととする。なお、テレビ電話等情報通信機器を使用する場合には、当該会議の議

事に支障のないよう留意すること。 

 

■リハビリテーション会議 

【問 81】リハビリテーション会議への参加は、誰でも良いのか。 

【答】 利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専

門員、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者が構成員となっ

て実施される必要がある。 

（平成 27 年度介護報酬改定に関する関係Ｑ＆Ａ(vol.１) H27.4.1） 

 

【問 82】介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参加し、リハビリテーション会議同等の構

成員の参加とリハビリテーション計画に関する検討が行われた場合は、リハビリテーション会議を

開催したものと考えてよいのか。 

【答】 サービス担当者会議からの一連の流れで、リハビリテーション会議と同様の構成員によって、リ

ハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を共有した場合は、リハ

ビリテーション会議を行ったとして差し支えない。 

（平成 27 年度介護報酬改定に関する関係Ｑ＆Ａ(vol.１) H27.4.1） 

 

【問 83】リハビリテーション会議に欠席した構成員がいる場合、サービス担当者会議と同様に照会とい

う形をとるのか。 

【答】 照会は不要だが、会議を欠席した居宅サービス等の担当者等には、速やかに情報の共有を図るこ

とが必要である。 

（平成 27 年度介護報酬改定に関する関係Ｑ＆Ａ(vol.１) H27.4.1） 

 

【問６】地域ケア会議とリハビリテーション会議が同時期に開催される場合であって、地域ケア会議の検

討内容の１つが、通所リハビリテーションの利用者に関する今後のリハビリテーションの提供内容

についての事項で、当該会議の出席者が当該利用者のリハビリテーション会議の構成員と同様であ

り、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し

た場合、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。（通リハ訪リハ共通） 

【答】 貴見のとおりである。 

（平成 27 年度介護報酬改定に関する関係Ｑ＆Ａ(vol.２) H27.4.30） 

 

（５）訪問リハビリテーション計画の作成（居宅基準 81 条）          

   １ 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身

の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための

具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。 

   ２ 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に

沿って作成しなければならない。 

   ３ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当た

っては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関から

退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハ
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ビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければな

らない。 

   ５ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を作成した際

には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。 

６ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（第 111 条第１項に規定す

る指定通所リハビリテーション事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の

開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と

共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリ

テーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、

第 115 条第１項から第４項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

【解釈通知】（四－３－（３）） 

① 訪問リハビリテーション計画は、指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、利用者

ごとに作成すること。記載内容については別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口

腔の実施及び一体的取組について」）の様式例及び記載方法を参照すること。また、訪問リハビリテー

ション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。 

② 訪問リハビリテーション計画の作成にあたっては①が原則であるが、指定訪問リハビリテーション

事業所とは別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている患者であって、例外として、当該

事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には、別の医療機関の医師から情報の提供を受けて、当該

情報をもとに訪問リハビリテーション計画を作成しても差し支えないものとすること。 

➂ 訪問リハビリテーション計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないことから、訪

問リハビリテーション計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該訪問リハビリテー

ション計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとすること。 

➃ 医療機関から退院した利用者に対し訪問リハビリテーション計画を作成する場合には、医療と介護

の連携を図り、連続的で質の高いリハビリテーションを行う観点から、当該医療機関が作成したリハビ

リテーション実施計画書等を入手し、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければ

ならない。 

その際、リハビリテーション実施計画書以外の退院時の情報提供に係る文書を用いる場合において

は、当該文書にリハビリテーション実施計画書の内容（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式２－２－１の項目である「本人・家族等の希望」「健

康状態、経過」「心身機能・構造」「活動」「リハビリテーションの短期目標」「リハビリテーションの長

期目標」「リハビリテーションの方針」「本人・家族への生活指導の内容（自主トレ指導含む）」「リハビ

リテーション実施上の留意点」「リハビリテーションの見直し・継続理由」「リハビリテーションの終了

目安」）が含まれていなければならない。 

ただし、当該医療機関からリハビリテーション実施計画書等が提供されない場合においては、当該医

療機関の名称及び提供を依頼した日付を記録に残すこと。 

⑤ 訪問リハビリテーション計画は医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置か

れている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の

反映の機会を保障するため、医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該計画の作成に当

たっては、その目標や内容等について、利用者及びその家族に理解しやすい方法で説明を行った上で利

用者の同意を得なければならず、また、リハビリテーション計画書を利用者に交付しなければならな

い。なお、その実施状況や評価等についても説明を行うこと。 

⑥ 指定訪問リハビリテーション事業者が、指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、か

つ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、指定訪問リハビリテーション及び指定通所リハビリテ

ーションの目標並びに当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問

リハビリテーション計画を作成した場合については、通所リハビリテーション計画に係る基準を満た

すことによって、訪問リハビリテーション計画に係る基準を満たしているとみなすことができる。 

当該計画の作成に当たっては、各々の事業の目標を踏まえたうえで、共通目標を設定すること。ま

た、その達成に向けて各々の事業の役割を明確にした上で、利用者に対して一連のサービスとして提供
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できるよう、個々のリハビリテーションの実施主体、目的及び具体的な提供内容等を１つの計画として

分かりやすく記載するよう留意すること。 

⑦ 指定訪問リハビリテーション及び指定通所リハビリテーションにおいて整合性のとれた計画に従い

リハビリテーションを実施した場合には、居宅基準第 80 条第４項に規定する診療記録を一括して管理

しても差し支えないものであること。 

⑧ （略） 

 

※第三の一の３の⒀の⑥ 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 38 号）第 13 条第 12

号において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、

指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする」と規定してい

ることを踏まえ、居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定訪問リハビリテーション事

業者は、当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から訪問リハビリテーション

計画の提供の求めがあった際には、当該訪問リハビリテーション計画を提供することに協力するよう

努めるものとする。 

 

 

【問 22】報酬告示又は予防報酬告示の留意事項通知において、医療保険から介護保険のリハビリテーシ

ョンに移行する者の情報提供に当たっては「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口

腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年

３月 16 日老認発 0316 第３号、老老発 0316 第２号）の別紙様式２－２－１を用いることとされて

いる。別紙様式２－２－１は Barthel Index が用いられているが、情報提供をする医師と情報提供

を受ける医師との間で合意している場合には、FIM（Functional Independence Measure）を用いて

評価してもよいか。 

【答】・医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供に当たっては別紙様式２－

２－１を用いる必要があるが、Barthel Index の代替として FIM を用いる場合に限り変更を認め

る。 

・なお、様式の変更に当たっては、本件のように情報提供をする医師と情報提供を受ける医師との

間で事前の合意があることが必要である。 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（R3.3.23）） 

 

【その他運営基準に関する他サービス共通事項】（抜粋） 

以下、Ｐ22 まで居宅基準を［基］、解釈通知を［通］、居宅留意事項を［留］とする。  

 

（１）内容及び手続きの説明及び同意（［基］第８条） 

指定訪問リハビリテーションの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、第８２条

に規定する運営規程の概要、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の勤務の体制その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始につ

いて利用申込者の同意を得なければならない。 
 

（［通］３ 運営に関する基準(2)） 

重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行う。 

同意については、利用者及び指定訪問リハビリテーション事業者双方の保護の立場から書面によっ

て確認することが望ましい。 
  

（重要事項説明書に記載すべき事項） 

① 運営規程の概要 

② 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の勤務体制 

③ 事故発生時の対応 

④ 苦情処理の体制 

⑤ その他利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項 
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（２）提供拒否の禁止（[基]第９条） 

指定訪問リハビリテーション事業者は、正当な理由なく指定訪問リハビリテーションの提供を拒

んではならない。 
 

（［通］３ 運営に関する基準(3)） 

   原則として、利用申込に対しては応じなければならない。特に、要介護度や所得の多寡を理由に

サービスの提供を拒否することを禁止。提供を拒むことのできる正当な理由とは、①当該事業所の

現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実

施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問リハビリテーションを提供す

ることが困難な場合である。 

 

（３）受給資格等の確認（［基］第 11 条） 

被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなけれ

ばならない。 

 

（４）要介護認定の申請に係る援助（［基］第 12 条） 

要介護認定を受けていない利用申込者については、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当

該認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

要介護認定の更新の申請が遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30

日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

 

（５）心身の状況等の把握（［基］第 13 条） 

サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、病歴、環境、他の保健医療サービス・福祉サー

ビスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

（６）居宅介護支援事業者等との連携（［基］第 64 条） 

居宅介護支援事業者その他保健医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなら

ない。 

また、サービス提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治

の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければならない。 

 

（７）サービス提供の記録（［基］第 19 条）（［通］運営に関する基準(10)） 

提供した具体的なサービス内容等（提供日、サービス内容、利用者の心身の状況その他必要な事項）を

利用者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載し、利用者から申し出があれば文書の交付

その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。また、「その他適切な方法」

とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法である。  

 

（８）管理者の責務（［基］第 52 条） 

管理者は､事業所の従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的

に行うとともに、従業者に規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 

 

（９）運営規程（［基］第 82条） 

 （運営規程において定めておかなければならない事項） 

  ① 事業の目的及び運営の方針 

  ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 

  ③ 営業日及び営業時間 

  ④ 指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額 

  ⑤ 通常の事業の実施地域 

⑥ 虐待の防止のための措置に関する事項 
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⑦ その他施設の運営に関する重要事項 

 

（10）勤務体制の確保等（［基］第 30条）（［通］運営に関する基準(21)） 

〇 利用者に対し適切な指定訪問リハビリテーションを提供できるよう、事業所ごと、原則として月ごと

の勤務表を作成し、以下の事項に明確にすること。 

（勤務表に記載すべき事項） 

① 日々の勤務時間 

② 職務の内容 

③ 常勤・非常勤の別 

④ 管理者との兼務関係 等 

 

〇 ハラスメント対策に関する必要な措置を講じなければならない。 

指定訪問リハビリテーション事業者は、適切な指定訪問リハビリテーションの提供を確保する観点か

ら、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の

必要な措置を講じなければならない。 
 
※ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）第

11 条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法

律（昭和 41 年法律第 132号）第 30 条の２第１項の規定に基づき、事業主には、職場におけるセクシュ

アルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のため

の雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。事業主が

講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組については、次のとおりとする。 

  なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受ける

ものも含まれることに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関

して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18 年厚生労働省告示第 615 号）及び事業主が

職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等に

ついての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）におい

て規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針

を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらか

じめ定め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 24 号）附

則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職

業生活の充実等に関する法律第 30 条の２第１項の規定により、中小企業（医療・介護を含むサー

ビス業を主たる事業とする事業主については資本金が 5000 万円以下又は常時使用する従業員の

数が 100 人以下の企業）は、令和４年４月１日から義務化されている。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の

防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に応

じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調

への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作

成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されている。介護現場では特に、利用

者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、イ（事業主が

講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント
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対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望

ましい。この際、上記マニュアルや手引きについては、以下の厚生労働省ホームページに掲載してい

るので参考にされたい。（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相談窓

口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業主が行う各

種研修の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれらの活用も含め、介護事業所

におけるハラスメント対策を推進することが望ましい。 

 

（11）業務継続計画の策定等（［基］第 30 条の２）（［通］運営に関する基準(4)）  

〇 業務継続計画を策定し当該計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

指定訪問リハビリテーション事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問

リハビリテーションの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければ

ならない。 

指定訪問リハビリテーション事業者は、訪問リハビリテーション従業者に対し、業務継続計画について

周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

指定訪問リハビリテーション事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続

計画の変更を行うものとする。 

① 居宅基準第 83 条により準用される居宅基準第 30 条の２は、指定訪問リハビリテーション事業者は、

感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定訪問リハビリテーションの提供を受

けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、訪問リハビリテーション

従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたもの

である。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、居宅基準第 30 条の２に基づき

事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支え

ない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、

研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・

事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生

時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであ

ることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体

的に策定することを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画並びに感染症の予防及び

まん延の防止のための指針については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体

的に策定することとして差し支えない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必

要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常

時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規

採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。な

お、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体

的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよ

う、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケア

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
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の演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。 

なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と

一体的に実施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組

み合わせながら実施することが適切である。 

 

（12）衛生管理等（［基］第 31 条第３項）（［通］運営に関する基準(5)）      

〇 感染症の発生、又はまん延防止のための措置を講じなければならない。 

指定訪問リハビリテーション事業者は、当該指定訪問リハビリテーション事業所において感染症が発

生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

１ 当該指定訪問リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用し

て行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、

訪問リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。 

２ 当該指定訪問リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整

備すること。 

３ 当該指定訪問リハビリテーション事業所において、訪問リハビリテーション従業者に対し、感染症の

予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

② 居宅基準第 83条の規定により指定訪問リハビリテーションの事業について準用される居宅基準第 31

条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、具体的には次

のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が求められるもので

あるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種によ

り構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的

に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策

担当者を決めておくことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、

おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に

応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報

保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することと

して差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等

により行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生

時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、

標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健

所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発

生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必

要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照

されたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

訪問入浴介護従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策

の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生

管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 
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職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を開催す

るとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容につい

ても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教

材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレ

ーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時におい

て迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担

の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切

に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

（13）掲示（［基］第 32条）                          

運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項

を、事業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。 

前述の書面を当該指定訪問リハビリテーション事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由

に閲覧させることにより、掲示に代えることができる。 

指定訪問リハビリテーション事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならな

い。 

 

（14）秘密保持等（［基］第 33条） 

従業者又は従業者であった者は正当な理由なく、業務上知り得た利用者・家族の秘密を漏らしてはなら

ず、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者家族の個人

情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

 

（15）苦情処理（［基］第 36条）                        

事業者は相談窓口、苦情処理の体制及び手順等具体的な措置の概要を重要事項説明書に記載し、事業所

に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載しなければならない。 

事業者は、苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

また、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め、質問・照会等に対応し、市町村が行

う調査に協力するとともに、市町村・国保連からの指導・助言を受けた場合は、当該指導・助言に従って

必要な改善を行い、その改善の内容を市町村等に報告しなければならない。 

 

（16）地域との連携等（［基］第 36条の２第２項） 

指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の建

物に居住する利用者に対して指定訪問リハビリテーションを提供する場合には、当該建物に居住する利用

者以外の者に対しても指定訪問リハビリテーションの提供を行うよう努めなければならない。 

 

（17）事故発生時の対応（［基］第 37条） 

サービス提供により事故が発生した場合には、市町村・家族・居宅介護支援事業者等への連絡を行うな

ど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際して採った処置について記録し、賠償すべき事故の場合には

損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

（18）虐待の防止（［基］第 37条の２）（［通］運営に関する基準(5)）       

〇 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じなければならない。 

指定訪問リハビリテーション事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措

置を講じなければならない。 

１ 当該指定訪問リハビリテーション事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、訪問リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。 
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２ 当該指定訪問リハビリテーション事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

３ 当該指定訪問リハビリテーション事業所において、訪問リハビリテーション従業者に対し、虐待の防

止のための研修を定期的に実施すること。 

４ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

居宅基準第37条の２は、虐待の防止に関する事項について規定したものである。虐待は、法の目的の一

つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指定訪

問リハビリテーション事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。虐待を未然に

防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す

る支援等に関する法律」（平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されている

ところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点

から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定訪問リハビリテーション事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけなが

らサービス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じ

て、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する

養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定訪問リハビリテーション事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事

案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する

相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。また、利用者及びその家族か

らの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定訪問リハビリテーシ

ョン事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力

するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止

するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を

確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバ

ーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、虐待防止の

専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定

されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じ

て慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営すること

として差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等

により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこで

得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必

要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に



 

14 

 

関すること 

へ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定訪問リハビリテーション事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を

盛り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

へ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適

切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定訪問リハビリテーション事業所における指針

に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定訪問リハビリテーション事業者が指針に基

づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必

ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研修で差

し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

指定訪問リハビリテーション事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲

げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防

止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内での複数担当の兼

務や他の事業所・施設等との担当の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えな

い。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握

している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

 

（19）記録の整備（熊本県基準条例第 88 条及び熊本市基準条例第５条）     

１ 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を備え置かなけれ

ばならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する

次に掲げる記録を、当該利用者の訪問リハビリテーション計画とともに、当該利用者に対する指定訪問

リハビリテーションの提供の終了の日から５年間保存しなければならない。 

・ 訪問リハビリテーション計画 

・ 提供した具体的なサービスの内容 

・ 市町村への通知に係る記録 

・ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

・ 苦情の内容等の記録 

・ 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 
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記録の整備について（［留］５－（13）） 

① 医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対して行った指示内容の要点を診療録に記入する。 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画書に基づき提供した具体的

なサービスの内容等及び指導に要した時間を記録にとどめておく。なお、当該記載については、医療保

険の診療録に記載することとしてもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるように

することとする。 

② リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者、加算の算定に当たって根拠となっ

た書類等）は利用者ごとに保管され、常に当該事業所のリハビリテーション従事者により閲覧が可能で

あるようにすること。 

 

（20）電磁的記録等（［基］第 217条）（［留］通則(9)） 

１ 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類す

るもののうち、この省令の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その

他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以

下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第十一条第一項（第三十

九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、

第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条（第百四十条の十三において準用する場合を含む。）、

第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条（第百五十五条の十二において準用する場合を

含む。）、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用

する場合を含む。）及び第百八十一条第一項（第百九十二条の十二において準用する場合を含む。）並び

に次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結

その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この省令の規定において書面で行うこ

とが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代え

て、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をい

う。）によることができる。 

 

※電磁的記録について 

居宅基準第 217 条第１項及び予防基準第 293 条第１項は、指定居宅サービス事業者及び指定居宅サー

ビスの提供に当たる者等（以下「事業者等」という。）の書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事

業者等は、この省令で規定する書面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる電

磁的記録により行うことができることとしたものである。 

⑴ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方

法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

⑵ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディ

スク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使用

に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保

存する方法 

⑶ その他、居宅基準第 217 条第１項及び予防基準第 293 条第１項において電磁的記録により行うこ

とができるとされているものは、⑴及び⑵に準じた方法によること。 

⑷ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

※電磁的方法について 

居宅基準第 217 条第２項及び予防基準第 293 条第２項は、利用者及びその家族等（以下「利用者等」と
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いう。）の利便性向上並びに事業者等の業務負担軽減等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定

されている又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。）に

ついて、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方 

法によることができることとしたものである。 

⑴  電磁的方法による交付は、居宅基準第８条第２項から第６項まで及び予防基準第 49 条の２第２項

から第６項までの規定に準じた方法によること。 

⑵  電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考

えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」

を参考にすること。 

⑶  電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面にお

ける署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印について

のＱ＆Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

⑷  その他、居宅基準第 217 条第２項及び予防基準第 293 条第２項において電磁的方法によることが

できるとされているものは、⑴から⑶までに準じた方法によること。ただし、居宅基準若しくは予防

基準又はこの通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

⑸  また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者におけ

る個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関

するガイドライン」等を遵守すること。 
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Ⅲ 報酬編 
 

［算定基準］ 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第19号）、指定介護予防サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生省告示第127号） 

［算定基準留意事項］ 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福

祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上

の留意事項について（平成 12 年３月１日老企第 36 号）、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に

関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 18 年３月 17 日老計発 0317001 老振発 0317001

老発 0317001） 

 

 

１ 基本単価                       

 

イ 訪問リハビリテーション費    （１回につき）308 単位 

ロ 介護予防訪問リハビリテーション （１回につき）298 単位 
  
［算定基準］ 

注１ 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づき、指定訪問リハビ

リテーションを行った場合に算定する。 
 

［算定基準留意事項］ 

① 指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行っている当該指定訪問リハビリテーション

事業所の医師の指示の下で実施するとともに、当該医師の診療の日から３月以内に行われた場合に算定

する。 

また、例外として、指定訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には、

別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供（指定訪問リハビリテーションの必

要性や利用者の心身機能や活動等に係るアセスメント情報等）を受け、当該情報提供を踏まえて、当該

リハビリテーション計画を作成し、指定訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行っ

た別の医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から３月以内に行われた場合に算定

する。 

この場合、少なくとも３月に１回は、指定訪問リハビリテーション事業所の医師は、当該情報提供を

行った別の医療機関の医師に対して訪問リハビリテーション計画等について情報提供を行う。 

② 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事

業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、当該リハビリテーションの目的に加えて、当該

リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際

の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか１以上の指示を行う。 

③ ②における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、

当該指示に基づき行った内容を明確に記録する。 

④ 指定訪問リハビリテーションは、指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、訪問リ

ハビリテーション計画を作成し、実施することが原則であるが、医療機関において、当該医療機関の医

師の診療を受け、当該医療機関の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士からリハビリテーショ

ンの提供を受けた利用者に関しては、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一

体的取組について」の別紙様式２―２―１をもって、当該医療機関から情報提供を受けた上で、当該事

業所の医師が利用者を診療し、記載された内容について確認して、指定訪問リハビリテーションの提供

を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式２－２―１をリハビリテーショ

ン計画書とみなして訪問リハビリテーション費の算定を開始してもよいこととする。 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３月以内に、当該事業所の医師の

診療に基づいて、次回の訪問リハビリテーション計画を作成する。 
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⑤ 訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直す。初回の

評価は、訪問リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以

内に、その後はおおむね３月ごとに評価を行う。 

⑥ 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以上の指定訪問リハビリテーショ

ンの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書に指定訪問リハビリテーション

の継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、その他指定居宅サービスの併用と移行の見通

しを記載する。 

⑦ 指定訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して１回当た

り 20 分以上指導を行った場合に、１週に６回を限度として算定する。ただし、退院（所）の日から起

算して３月以内に、医師の指示に基づきリハビリテーションを行う場合は、週 12 回まで算定可能であ

る。 

⑧ 指定訪問リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあって、医師

の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問して指定訪問リハビリ

テーションを行った場合には、訪問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該訪問の時間は、

介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準の算定に含めないこととする。なお、介護老人保健施設又

は介護医療院による指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、介護老人保健施設又は介護医

療院において、施設サービスに支障のないよう留意する。 

⑨ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を

通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリ

テーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達する。 

⑩ 居宅からの一連のサービス行為として、買い物やバス等の公共交通機関への乗降などの行為に関す

る訪問リハビリテーションを提供するに当たっては、訪問リハビリテーション計画にその目的、頻度等

を記録するものとする。 

⑪ 利用者が指定訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した日又は訪問診療若しくは往

診を受けた日に、訪問リハビリテーション計画の作成に必要な医師の診療が行われた場合には、当該複

数の診療等と時間を別にして行われていることを記録上明確にする。 

 

（３）「通院が困難な利用者」について 

訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、指定通

所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるＡＤＬの自立が困難である場合の家屋状況の確認を

含めた指定訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪

問リハビリテーション費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同

様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきということである。 

 

■訪問リハビリテーションの基本報酬について 

【問 63】１日のうちに連続して 40 分以上のサービスを提供した場合、２回分として算定してもよいか。 

【答】 ケアプラン上、複数回のサービス提供を連続して行うことになっていれば、各サービスが 20 分

以上である限り、連続していてもケアプラン上の位置づけ通り複数回算定して差し支えない。ただ

し、訪問リハビリテーションは、１週に６回を限度として算定することとなっていることに注意さ

れたい。 

平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 30 年３月 23 日） 

注 13 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は認知症対応型

共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入居者生活

介護を受けている間は、訪問リハビリテーション費は、算定しない。 

＊《予防は注 11》 
  

注 14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない

利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につき 50 単位を所定単位数から

減算する。                                ＊《予防は注 12》 
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［算定基準留意事項］ 

注 14 の取扱いについて 

訪問リハビリテーション計画は、原則、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、

当該医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が共同して作成するものである。 

注 14 は、指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受

けている利用者であって、当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合に、別の医療機関の医師から

の情報をもとに、当該事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問リハビリテーショ

ン計画を作成し、当該事業所の医師の指示に基づき、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が指定訪問リハビリテーションを実施した場合について、例外として基本報酬に 50 単位を減じたもの

で評価したものである。 

➀ 「当該利用者に関する情報の提供」とは、別の医療機関の計画的に医学的管理を行っている医師から

指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実

施及び一体的取組について」の別紙様式２－２－１のうち、本人・家族等の希望、健康状態・経過、心

身機能・構造、活動（基本動作、移動能力、認知機能等）、活動（ＡＤＬ）、リハビリテーションの目標、

リハビリテーション実施上の留意点等について、十分に記載できる情報の提供を受けていることをい

う。 

➁ 当該事業所の従業者は、別の医療機関の医師の「適切な研修の修了等」について、確認の上、リハビ

リテーション計画書に記載しなければならない。 

③ ただし、医療機関からの退院後早期にリハビリテーションの提供を開始する観点から、医療機関に入

院し、リハビリテーションの提供を受けた利用者であって、当該医療機関から、当該利用者に関する情

報の提供が行われている者においては、退院後１ヶ月以内に提供される訪問リハビリテーションに限

り、注 14 は適用されないことに留意すること。 

 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。 

 指定訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を行わずに利用者に対して指定訪問リハビリテ

ーションを行った場合の減算に係る基準 

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が、当該事業所とは別の医療機関の医師による計画

的な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行ってい

る医師から、当該利用者に関する情報の提供を受けていること。 

（２）当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。 

（３）当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、訪問

リハビリテーション計画を作成すること。 

ロ イの規定に関わらず、令和６年６月１日から令和９年３月 31 日までの間に、次に掲げる基準のい

ずれにも適合する場合には、同期間に限り、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテ

ーション費の注 14 を算定できるものとする。 

（１）イ（１）及び（３）に適合すること。 

（２）イ（２）に規定する研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載してい

ること。 
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■事業所の医師が診療せずにリハビリテーションを提供した場合の減算について 

【問 59】別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている者に対し、指定訪問リハビリテーシ

ョン事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハ

ビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施する場合において、当該別の医療機関

の医師から提供された情報からは、環境因子や社会参加の状況等、リハビリテーションの計画、指

示に必要な情報が得られない場合どのように対応すればよいか。 

【答】 指定訪問リハビリテーション等を開始する前に、例えば当該指定訪問リハビリテーション事業所

等の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に利用者を訪問させ、その状態についての評価を報告

させる等の手段によって、必要な情報を適宜入手した上で医師及び理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士が共同してリハビリテーションを計画し、事業所の医師の指示に基づいてリハビリテーシ

ョンを行う必要がある。     

（平成 30 年度介護報酬改定に関する関係Ｑ＆Ａ(vol.１) H30.3.23） 

 

〇事業所の医師が診療せず、「適切な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療した場合の減算（診療

未実施減算）  

【問１】別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテー

ション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリ

ハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師

が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から 50 単位を減じた上で訪問リハビリテーション

料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかり

つけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。  

【答】 含まれる。なお、別の医療機関の医師が応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、日

医かかりつけ医機能研修制度の応用研修会プログラムのうち、該当プログラム（※）を含んだ上で、

指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供を行う日が属する月から前 36 月の間に合

計６単位以上を取得していること、または、令和８年３月 31 日までに取得する予定であることが

必要。 

 

（※）応用研修における該当プログラム  

令和７年度（応用研修の詳細は、日医かかりつけ医機能研修制度を確認すること）  

・かかりつけ医とリハビリテーションの連携  

令和６年度  

・リハビリテーションにおける医療と介護の連携  

令和５年度  

・介護保険制度における医療提供と生活期リハビリテーション  

・口腔・栄養・リハビリテーションの多職種協働による一体的取組  

令和４年度  

・フレイル予防・対策  

・地域リハビリテーション  

（参考）日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修会プログラムは、各年度全６単位が基本的に１日の研

修で実施されている。 
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なお、令和６年度介護報酬改定において、適用猶予措置期間中であっても、当該事業所の従業者は、計

画的な医学的管理を行っている医師の適切な研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画

書に記載することが義務づけられている。ついては、別の医療機関の医師は、当該利用者に関する情報提

供をする際には、「適切な研修の修了等」の有無についても、訪問リハビリテーション事業所の求めに応

じて伝達する必要がある。  

また診療未実施減算の適用猶予措置期間は、令和９年３月 31 日までであることに留意すること。  

（参考）「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.８）（令和６年７月９日）」 問１を一部修正した。 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.15）（R7.7.9）） 

 

《予防注 13》利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合であって、指定介護予防訪

問リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して 12 月を超えて指定介護予防訪

問リハビリテーションを行う場合は、１回につき 30 単位を所定単位数から減算する。 

 

※ 別に厚生労働大臣が定める要件は次のとおり。 

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の指定介護予防訪問リハビリテーション費のイの注 13 の厚

生労働大臣が定める要件  

次に掲げる基準のいずれにも該当すること。 

イ ３月に１回以上、当該利用者に係るリハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する

専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容

を記録するとともに、当該利用者の状態の変化に応じ、介護予防訪問リハビリテーション計画（指定介

護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準第 86 条第２号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画をい

う。）を見直していること。 

ロ 当該利用者ごとの介護予防訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、

リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のた

めに必要な情報を活用していること。 

 

［算定基準留意事項］ 

予防注 13 の取扱いについて 

指定介護予防訪問リハビリテーションの利用が 12 月を超える場合は、介護予防訪問リハビリテーショ

ン費から 30 単位減算する。ただし、厚生労働大臣が定める基準をいずれも満たす場合においては、リハ

ビリテーションマネジメントのもと、リハビリテーションを継続していると考えられることから、減算は

行わない。 

 

【問 121】介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・

言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状

態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。 

【答】・法第 19 条第２項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始された

ものとする。 

・ただし、要支援の区分が変更された場合（要支援１から要支援２への変更及び要支援２から要支援

１への変更）はサービスの利用が継続されているものとみなす。 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（R3.3.26）） 

 

【問４】介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・

言語聴覚士による訪問について、12 月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。

また、12 月の計算方法は如何。 

【答】・当該サービスを利用開始した日が属する月となる。 

・当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）（R3.4.15）） 
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【問 11】令和６年度介護報酬改定において、介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が 12 月を超

えた際の減算（12 月減算）について、減算を行わない場合の要件が新設されたが、令和６年度６月

１日時点で 12 月減算の対象となる利用者がいる場合、いつの時点で要件を満たしていればよいの

か。 

【答】 令和６年度介護報酬改定の施行に際し、移行のための措置として、12 月減算を行わない場合の要

件の取扱いは以下の通りとする。 

・リハビリテーション会議の実施については、令和６年４～６月の間に１回以上リハビリテーシ

ョン会議を開催していれば、要件を満たすこととする。 

・厚生労働省への LIFE を用いたデータ提出については、LIFE への登録が令和６年８月１日以降に

可能となることから、令和６年７月 10 日までにデータ提出のための評価を行い、遡り入力対象

期間内にデータ提出を行っていれば、要件を満たすこととする。 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（R6.3.19）） 
 

【問 12】介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が 12 月を超えた際の減算（12 月減算）を行わな

い場合の要件について、いつの時点で要件を満たしていれば、当初から減算を行わないことができ

るのか。 

【答】 ・リハビリテーション会議については、減算の適用が開始される月(12 月を超えた日の属する月)

にリハビリテーション会議を行い、継続の必要性について検討した場合に要件を満たす。 

・厚生労働省への LIFE を用いたデータ提出については、減算の適用が開始される月の翌月 10

日までにデータを提出した場合に要件を満たす。 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（R6.3.19）） 

 

 

２ 加算等 
 

（１）集合住宅に居住する利用者の減算（予防共通） 

×90/100（50 人以上居住する建物の場合は×85/100） 
 
［算定基準］ 

注４ 指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物

若しくは指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷地内建物等」

という。）に居住する利用者（指定訪問リハビリテーション事業所における１月当たりの利用者が同一

敷地内建物等に 50 人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又は指定訪問リハビリテーション

事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に 20 人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除

く。）に居住する利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につき所定単位

数の 100 分の 90 に相当する単位数を算定し、指定訪問リハビリテーション事業所における１月当たり

の利用者が同一敷地内建物等に 50 人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問リハビリ

テーションを行った場合は、１回につき所定単位数の 100 分の 85 に相当する単位数を算定する。 

［算定基準留意事項］ 

① 同一敷地内建物等の定義 

「同一敷地内建物等」とは、当該指定訪問介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同

一敷地内並びに隣接する敷地（当該指定訪問介護事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合

を含む。）にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すものである。具体的には、一

体的な建築物として、当該建物の１階部分に指定訪問介護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下で

つながっている場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別

棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。 

② 同一の建物に 20 人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の定義 

イ 「当該指定訪問介護事業所における利用者が同一建物に 20 人 

 

以上居住する建物」とは、①に該当するもの以外の建築物を指すものであり、当該建築物に当該指定



 

23 

 

 

【問５】月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退居した場合、月の

全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか。 

【答】 集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に入居した日から退居した日までの間に

受けたサービスについてのみ減算の対象となる。 

月の定額報酬であるサービスのうち、夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）及び定期巡回・随時対応型訪

問介護看護費については、利用者が減算対象となる建物に居住する月があるサービスに係る報酬

（日割り計算が行われる場合は日割り後の額）について減算の対象となる。 

なお、夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）の基本夜間対応型訪問介護費については減算の対象とならな

い。また、（介護予防）小規模多機能型居宅介護費及び看護小規模多機能型居宅介護費については

利用者の居所に応じた基本報酬を算定する。 

平成 27 年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１） (H27.4.1) 

 

訪問介護事業所の利用者が 20 人以上居住する場合に該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を

挟んで隣接する建物の利用者数を合算するものではない。 

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、１月間の利用者の

数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で

除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。

また、当該指定訪問介護事業所が、第１号訪問事業（旧指定介護予防訪問介護に相当するものとし

て市町村が定めるものに限る。以下同じ。）と一体的な運営をしている場合、第１号訪問事業の利用

者を含めて計算すること。 

③ 当該減算は、指定訪問介護事業所と建築物の位置関係により、効率的なサービス提供が可能であるこ

とを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の適用については、位置関係のみをもって判断す

ることがないよう留意すること。具体的には、次のような場合を一例として、サービス提供の効率化

につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと。 
 
（同一敷地内建物等に該当しないものの例） 

・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなけ

ればならない場合 
 
④ ①及び②のいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指

定訪問介護事業所の指定訪問介護事業者と異なる場合であっても該当するものであること。 

⑤ 同一敷地内建物等に 50 人以上居住する建物の定義 

イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該指定訪問介護事業所の利用者が 50

人以上居住する建物の利用者全員に適用されるものである。 

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、１月間の利用者の

数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で

除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。 
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【問６】集合住宅減算について、「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」であっても「サービス

提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと」とされているが、具体的

にはどのような範囲を想定しているのか。 

【答】 集合住宅減算は、訪問系サービス（居宅療養管理指導を除く）について、例えば、集合住宅の１

階部分に事業所がある場合など、事業所と同一建物に居住する利用者を訪問する場合には、地域に

点在する利用者を訪問する場合と比べて、移動等の労力（移動時間）が軽減されることから、この

ことを適正に評価するために行うものである。従来の仕組みでは、事業所と集合住宅が一体的な建

築物に限り減算対象としていたところである。今般の見直しでは、事業所と同一建物の利用者を訪

問する場合と同様の移動時間により訪問できるものについては同様に評価することとし、「同一敷

地内にある別棟の集合住宅」、「隣接する敷地にある集合住宅」、「道路等を挟んで隣接する敷地にあ

る集合住宅」のうち、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様に移動時間が軽減されるも

のについては、新たに、減算対象とすることとしたものである。このようなことから、例えば、以

下のケースのように、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合とは移動時間が明らかに異なるも

のについては、減算対象とはならないものと考えている。     

・ 広大な敷地に複数の建物が点在するもの（例えば、ＵＲ（独立行政法人都市再生機構）などの

大規模団地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模の敷地）  

・ 幹線道路や河川などにより敷地が隔てられており、訪問するために迂回しなければならない

もの  

平成 27 年 4 月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１） (H27.4.1) 
 

【問７】「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」に該当するもの以外の集合住宅に居住する利用

者に対し訪問する場合、利用者が１月あたり 20 人以上の場合減算の対象となるが、算定月の前月

の実績で減算の有無を判断することとなるのか。 

【答】 算定月の実績で判断することとなる。   平成 27 年 4 月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１） (H27.4.1) 

 

【問８】「同一建物に居住する利用者が 1 月あたり 20 人以上である場合の利用者数」とは、どのような

者の数を指すのか。 

【答】 この場合の利用者数とは、当該指定訪問介護事業所とサービス提供契約のある利用者のうち、該

当する建物に居住する者の数をいう。（サービス提供契約はあるが、当該月において、訪問介護費

の算定がなかった者を除く。）         平成 27 年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１） 

(H27.4.1) 
 

【問 11】集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれぞれ異なる法人であ

る場合にはどのような取扱いとなるのか。 

【答】 サービス提供事業所と建物を運営する法人が異なる場合も減算対象となる。 

平成 27 年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１）(H27.4.1) 

 

【問２】集合住宅減算についてはどのように算定するのか。 

【答】 集合住宅減算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して減算率を掛けて算定をす

ること。なお、区分支給限度基準額を超える場合、区分支給限度基準額の管理に際して、区分支給

限度基準額の超過分に同一建物減算を充てることは出来ないものとする。 

平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 30 年３月 23 日） 
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（２）特別地域等に居住する者へのサービス提供加算（予防共通） 

・特別地域訪問リハビリテーション加算      …100 分の 15（１回につき） 

・中山間地域等における小規模事業所加算     …100 分の 10（１回につき） 

・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 …100 分の５（１回につき） 

 
［算定基準］ 

注５ 厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問リハビリテーション事業所（その一部として使用さ

れる事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務

所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った場合は、特別地

域訪問リハビリテーション加算として、１回につき所定単位数の 100 分の 15 に相当する単位数を所定

単位数に加算する。 

※県内の当該加算の対象地域は P50 添付 

※支給限度額管理の対象外 

 

 

注６ 厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定訪

問リハビリテーション事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当

該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が

指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につき所定単位数の 100 分の 10 に相当する単位数

を所定単位数に加算する。 

※ 県内の当該加算の対象地域はＰ61 に添付 

※ 支給限度額管理の対象外 

（出典：厚生労働省資料） 
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※ 厚生労働大臣が定める施設基準は次のとおり。 

指定訪問リハビリテーションにおける指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーショ

ン費の注６に係る施設基準 

１月当たり延べ訪問回数が 30 回以下の指定訪問リハビリテーション事業所（指定居宅サービス等基

準第 76 条第１項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。）であること。 

 

［算定基準留意事項］ 

・ 延訪問回数は前年度（３月を除く。）の１月当たりの平均延訪問回数をいうものとする。 

・ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）につい

ては、直近の３月における１月当たりの平均延訪問回数を用いるものとする。したがって、新たに事業

を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるものであること。 

平均延訪問回数については、毎月ごとに記録するものとし、所定の回数を上回った場合については、

直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。 

・ 当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスを行

う必要があること 

 

 

注７ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者

に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につき

所定単位数の 100 分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

※ 県内の当該加算の対象地域はＰ61 に添付 

※ 支給限度額管理の対象外 
 

［算定基準留意事項］ 

当該加算を算定する利用者については、交通費（指定基準第 78 条第３項）の支払をうけることはでき

ない。 

 

【問 11】特別地域加算（15％）と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算（５％）、又は、中

山間地域等における小規模事業所加算（10％）と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加

算（５％）を同時に算定することは可能か。 

【答】 特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常

のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあ

っては、算定可能である。          平成 21 年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１）(H21.3.23) 

 

【問 13】月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域（又は

その逆）に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間

のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の

対象となるのか。 

【答】 該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。介護予防については、転居等により事業所を

変更する場合にあっては日割り計算となることから、それに合わせて当該加算の算定を行うものと

する。                  平成 21 年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１）(H21.3.23) 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

（３）短期集中リハビリテーション実施加算（予防共通）（１日につき）200 単位 
 
［算定基準］ 

注８ 利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患《疾患等》の治療《治

療等》のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した

日又は法第 19 条第１項に規定する要介護《要支援》認定の効力が生じた日（当該利用者が新たに要介

護《要支援》認定を受けた者である場合に限る。）から起算して３月以内の期間に、リハビリテーショ

ン《指定介護予防訪問リハビリテーション》を集中的に行った場合は、短期集中リハビリテーション

実施加算として、１日につき 200 単位を所定単位数に加算する。         ＊《予防は注８》 

                  ＊《 》内は予防の算定基準 

 

［算定基準留意事項］ 

① 短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態に応じて、基本

的動作能力（起居、歩行、発話等を行う能力をいう。以下同じ。）及び応用的動作能力（運搬、トイレ、

掃除、洗濯、コミュニケーション等を行うに当たり基本的動作を組み合わせて行う能力をいう。以下同

じ。）を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施するものであること。 

② 「リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院（所）日又は認定日から起算して３月以内

の期間に、１週につきおおむね２日以上、１日当たり 20 分以上実施するものでなければならない。 

 

【問６】短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所）後に認定がなされた場合の起算点は

どちらか。逆の場合はどうか。 

【答】 退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の場合は、退院（所）日が起算点である。 

平成 18 年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１）(H18.3.22) 

 

 

（４）リハビリテーションマネジメント加算（介護のみ）【届出】 

    (1)イ 180 単位  (2)ロ 213 単位 
 
［算定基準］ 

注９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビ

リテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続

的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に

掲げる区分に応じ、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。さらに、訪問リ

ハビリテーション計画について、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に

対して説明し、利用者の同意を得た場合、１月につき 270 単位を加算する。 
 

（１）リハビリテーションマネジメント加算(イ) 180 単位 

（２）リハビリテーションマネジメント加算(ロ) 213 単位 

 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準 

イ リハビリテーションマネジメント加算（イ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

（１）リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況

等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。 

（２）訪問リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した医師、理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。ただし、理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士が説明した場合は、説明した内容等について医師へ報告するこ

と。 
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（３）三月に一回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビリ

テーション計画を見直していること。 

（４）指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門

員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必

要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。 

（５）次のいずれかに適合すること。 

（一）指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービ

ス計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業

者と指定訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテー

ションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する

助言を行うこと。 

（二）指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リ

ハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専

門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 

（６）（１）から（５）までに適合することを確認し、記録すること。 
 

ロ リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）イ（１）から（６）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（２）利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリ

テーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のため

に必要な情報を活用していること。 

 

 

［算定基準留意事項］ 

① リハビリテーションマネジメント加算は、リハビリテーションの質の向上を図るため、多職種が共同

して、心身機能、活動・参加をするための機能について、バランス良くアプローチするリハビリテーシ

ョンが提供できているかを継続的に管理していることを評価するものである。なお、ＳＰＤＣＡサイク

ルの構築を含む、リハビリテーションマネジメントに係る実務等については別途通知（「リハビリテー

ション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）も参照すること。 

② リハビリテーション会議の構成員は、利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担

当者、看護師、准看護師、介護職員、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者及び保健師等

とすること。また、必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が参加すること。 

なお、利用者の家族について、家庭内暴力等により参加が望ましくない場合や、遠方に住んでいる等

のやむを得ない事情がある場合においては、必ずしもその参加を求めるものではないこと。 

また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成員がリハビリテーション会議を欠

席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図ること。 

③ リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利

用者又はその家族（以下「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用

について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。④ リハビリテーションマネジメント加

算（ロ）の算定要件である厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム（Long-term 

care Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。Ｌ

ＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関す

る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、ＳＰＤＣ

Ａサイクルにより、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適

宜活用されるものである。 
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【問 81】リハビリテーションマネジメント加算の算定要件において、「リハビリテーション計画について、

利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又

は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。 

【答】 利用者又はその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠方に住む等

のやむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよい。 

ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行うこと。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（R6.3.15） 

      

【問 78】リハビリテーションマネジメント加算の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導

や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。 

【答】 訪問頻度については、利用者の状態等に応じて、通所リハビリテーション計画に基づき適時適切

に実施すること。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（R6.3.15） 

      

【問 79】理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となるの

か。 

【答】 訪問時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の人員

基準の算定に含めない。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（R6.3.15） 
      

【問 82】同一の事業所内において、利用者ごとに異なる区分のリハビリテーションマネジメント加算を

算定することは可能か。 

【答】 可能。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（R6.3.15） 

 
      

【問 91】「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」に示された

リハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジ

メント加算や移行支援加算等を算定することができないのか。 

【答】 様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で活用

されているもので差し支えない。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（R6.3.15） 
 
 

【問 24】訪問リハビリテーションの算定の基準に係る留意事項に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業

に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報

を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与

のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。 

【答】 リハビリテーション以外にその他の指定居宅サービスを利用していない場合は、該当する他のサ

ービスが存在しないため情報伝達の必要性は生じない。また、福祉用具貸与のみを利用している場

合であっても、本基準を満たす必要がある。通所リハビリテーションにおいても同様に取り扱う。 

 （令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（R3.3.23）） 

 
 

【問 84】リハビリテーションマネジメント加算（イ）、（ロ）及び（ハ）について、同一の利用者に対し、

加算の算定要件の可否によって、月ごとに算定する加算を選択することは可能か。 

【答】 可能である。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（R6.3.15） 
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【問 88】リハビリテーションマネジメント加算については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所

リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通

所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得で

きるのか。 

【答】 取得できる。 

リハビリテーションマネジメント加算は、「通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族

に説明し、利用者の同意を得た日の属する月」から取得することとしているため、通所リハビリテ

ーションの提供がなくても、通所リハビリテーションの提供開始月の前月に同意を得た場合は、

当該月より取得が可能である。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（R6.3.15） 
 

【問 85】同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、各々

の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハビリテーショ

ンマネジメント加算を各々算定できるか。 

【答】 それぞれの事業所でリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしている場合におい

ては、当該加算を各々算定することができる。 

ただし、前提として、複数事業所の利用が認められるのは、単一の事業所で十分なリハビリテー

ションの提供ができない等の事情がある場合であり、適切な提供となっているかは十分留意する

こと。 

単一の事業所で十分なリハビリテーションの提供ができない場合とは、理学療法・作業療法の

提供を行っている事業所において、言語聴覚士の配置がないため、言語聴覚療法に関しては別の

事業所において提供されるケース等が考えられる。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（R6.3.15） 
 

【問 52】リハビリテーションの実施に当たり、医師の指示が求められているが、医師がリハビリテーショ

ン実施の当日に指示を行わなければならないか。 

【答】 毎回のリハビリテーションは、医師の指示の下、行われるものであり、当該の指示は利用者の状

態等を踏まえて適時適切に行われることが必要であるが、必ずしも、リハビリテーションの提供の

日の度に、逐一、医師が理学療法士等に指示する形のみを求めるものではない。例えば、医師が状

態の変動の範囲が予想できると判断した利用者について、適当な期間にわたり、リハビリテーショ

ンの指示を事前に出しておき、リハビリテーションを提供した理学療法士等の記録等に基づいて、

必要に応じて適宜指示を修正する等の運用でも差し支えない。 

平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 30 年３月 23 日） 

 

【問 13】リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)の算定要件では、医師がリハビリテーション計画の

内容について利用者又はその家族へ説明することとされている。       

リハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支え

ないとされているが、リハビリテーション計画の内容について医師が利用者又はその家族へテレ

ビ電話装置等を介して説明した場合、リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)の算定要件を満

たすか。 

【答】 リハビリテーション会議の中でリハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族へ説

明する場合に限り満たす。 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（R3.3.23）） 

 
 
 
 



 

31 

 

【問 86】訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算を算定

していない場合において、利用の途中からリハビリテーションマネジメント加算の算定を新たに開

始することは可能か。 

【答】 可能である。 

なお、通所リハビリテーションの利用開始時に利用者の同意を得た日の属する月から６月間を

超えた後にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合は、原則としてリハビリテーシ

ョンマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の（Ⅱ）を算定する。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（R6.3.15） 
 

【問２】リハビリテーションマネジメント加算を算定する際、リハビリテーション計画について、リハビ

リテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、１月

につき 270 単位が加算できるとされている。医師による説明があった月のみ、270 単位が加算さ

れるのか。 

【答】 リハビリテーションの基本報酬の算定の際、３月に１回以上の医師の診療及び３月に１回以上の

リハビリテーション計画の見直しを求めていることから、３月に１回以上、リハビリテーション計

画について医師が説明を行っていれば、リハビリテーションマネジメント加算に、毎月 270 単位

を加算することができる。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）（R6.4.30） 
 

 

 

（５）主治の医師が頻回リハビリテーションの特別指示を行った場合の取扱い（予防共通） 

 
［算定基準］ 

注 12 指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の医師（介護老人保健施設及び介護医療

院の医師を除く。）が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要

がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から 14 日間に限って、訪問リハビリテーション

費は算定しない。 

 

［算定基準留意事項］ 

 注 12 の「急性増悪等により・・・特別の指示を行った場合」とは、保険医療機関の医師が、診療に基

づき、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要性を認め、計画的な

医学的管理の下に、在宅で療養を行なっている利用者であって通院が困難なものに対して、訪問リハビリ

テーションを行う旨の指示を行った場合をいう。この場合は、特別の指示の日から 14 日間を限度として

医療保険の給付対象となるため、訪問リハビリテーション費は算定しない。 

 

 

（６）移行支援加算（介護のみ）【届出】        （１日につき）１７単位 

 
［算定基準］ 

注  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビ

リテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所（指定居宅サービ

ス基準第 93 条第１項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。）等への移行等を支援した場

合は、移行支援加算として、評価対象期間（移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の

１月から 12 月までの期間）の末日が属する年度の次の年度内に限り、１日につき所定単位数を加算す

る。 

 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

訪問リハビリテーション費における社会参加支援加算の基準 

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること 
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（１）評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者（以下「訪問リハビリテ

ーション終了者」という。）のうち、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定地域密着

型通所会護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型

居宅介護、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防認知症対応型通所介護、指定介護

予防小規模多機能型居宅介護、法第百十五の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業そ

の他社会参加に資する取組（以下「指定通所介護等」という。）を実施した者の占める割合が、百

分の五を超えていること。 

（２）評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終了した日から起算して 14 日以降 44

日以内に、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問

リハビリテーション終了者に対して、当該訪問リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実

施状況を確認し、記録していること。 

ロ 12月を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が 100分の 25

以上であること。 

ハ 訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当該利用者のリ

ハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。 

 

［算定基準留意事項］ 

① 移行支援加算におけるリハビリテーションは、訪問リハビリテーション計画に家庭や社会への参加

を可能とするための目標を作成した上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬを向上させ、指定通所介護等に

移行させるものであること。 

② 「その他社会参加に資する取組」には、医療機関への入院や介護保険施設への入所、指定訪問リハビ

リテーション、指定認知症対応型共同生活介護等は含まれず、算定対象とならないこと。 

③ 大臣基準告示第 13 号イ（１）の基準において、指定通所介護等を実施した者の占める割合及び基準

第 13 号ロにおいて、12 を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数

については、小数点第３位以下は切り上げること。 

④ 平均利用月数については、以下の式により計算すること。 

イ～ハ （略） 

ニ イ（ⅱ）における新規利用者数とは、当該評価対象期間に新たに当該事業所の提供する指定訪問リ

ハビリテーションを利用した者の数をいう。また、当該事業所の利用を終了後、12 月以上の期間を

空けて、当該事業所を再度利用した者については、新規利用者として取り扱うこと。 

ホ イ（ⅱ）における新規終了者数とは、評価対象期間に当該事業所の提供する指定訪問リハビリテー

ションの利用を終了した者の数をいう。 

⑤ 「指定通所介護等の実施」状況の確認に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士が、リハビリテーション計画書のアセスメント項目を活用しながら、リ

ハビリテーションの提供を終了した時と比較して、ＡＤＬ及びＩＡＤＬが維持又は改善していること

を確認すること。なお、電話等での実施を含め確認の手法は問わないこと。 

⑥ 「当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供」については、利用者の円滑な移

行を推進するため、指定訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護、指定通所リハビリテーショ

ン、指定地域密着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型通所介護、指定看護小

規模多機能型居宅介護、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防認知症対応型通所介護又

は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（以下「通所介護等」という。）へ移行する際に、「リハ

ビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理

手順及び様式例の提示について」の別紙様式２－２―１及び２－２－２のリハビリテーション計画書

等の情報を利用者の同意の上で通所介護等の事業所へ提供すること。なお、その際には、リハビリテー

ション計画書の全ての情報ではなく、本人・家族等の希望、健康状態・経過、リハビリテーションの目

標、リハビリテーションサービス等の情報を抜粋し、提供することで差し支えない 
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【問 17】移行支援加算について、既に訪問（通所）リハビリテーションと通所介護を併用している利用者

が、訪問（通所）リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了し

た後通所事業を実施した者」として取り扱うことができるか。 

【答】 貴見の通りである。 

 （令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（R3.3.23）） 

 

【問 18】移行支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所において、当該加

算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。 

【答】 同一事業所において、加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることはできない。 

 （令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（R3.3.23）） 

 

【問 19】利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテー

ション利用開始後２月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの移行支援加算の算定

要件を満たしたこととなるか。 

【答】 貴見のとおりである。 

   （令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（R3.3.23）） 

 

【問 12】移行支援加算に係る解釈通知における、「(ｉ)当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの

利用者延月数の合計」は、具体的にはどのように算出するか。 

【答】 

・移行支援加算は、利用者のＡＤＬ・ＩＡＤＬが向上し、社会参加に資する取組に移行する等を指標

として、質の高いリハビリテーションを提供する事業所を評価するものである。 

・そのため、「社会参加への移行状況」と「サービスの利用の回転」を勘案することとしている。 

・このうち、「サービスの利用の回転」の算定方法は下記のとおりである。 

 

                 ≧ ２５％ 

 

（通所リハビリテーションは≧27％） 

・この平均利用月数を算出する際に用いる、「(ｉ)当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの

利用者延月数の合計」とは、評価対象期間に当該事業所を利用した者の、評価対象期間におけるサ

ービス利用の延月数（評価対象期間の利用者延月数）を合計するものである。なお、評価対象期間

以外におけるサービスの利用は含まない。 

 

（評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（R3.3.23）） 

１２月 

平均利用月数 
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【問 21】移行支援加算における就労について、利用者が障害福祉サービスにおける就労移行支援や就労

継続支援（Ａ型、Ｂ型）の利用に至った場合を含めてよいか。 

【答】よい。 

 （令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（R3.3.23）） 

 

【問 20】移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハ

ビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることがで

きるのか。 

【答】 移行支援加算については、通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して 14 日以降

44 日以内に通所リハビリテーション従業者が通所リハビリテーション終了者に対して、指定通所

介護等を実施していることを確認し、記録していることとしている。なお、３月以上経過した場合

で、リハビリテーションが必要であると医師が判断した時は、新規利用者とすることができる。 

 （令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（R3.3.23）） 

 
 

【問 14】移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者

には、当該事業所の指定訪問リハビリテーション利用を中断したのちに再開した者も含まれるの

か。 

【答】 

・移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者と

は、当該訪問リハビリテーション事業所の利用を終了し、評価対象期間に利用を再開していない者

をいう。なお通所リハビリテーションにおいても同様に取り扱う。 

・なお、終了後に３月 以上が経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断し当

該事業所の利用を再開した時は、新規利用者とみなすことができる。この場合は評価対象期間に再

開した場合でも、終了した者として取り扱う。 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（R3.3.26）） 

 

 

（７）サービス提供体制強化加算（予防共通）【届出】（１回につき） 

(1)加算（Ⅰ）６単位  (2)加算（Ⅱ）３単位 
 
［算定基準］ 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハ

ビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、当該基準に

掲げる区分に従い、１回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加

算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

※ 厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

訪問リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の

うち、勤続年数七年以上の者がいること。 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の

うち、勤続年数三年以上の者がいること。 
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［算定基準留意事項］ 

① 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

➁ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介

護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務

した年数を含めることができるものとする。 

➂ 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の

うち、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)にあっては勤続年数が７年以上の者が１名以上、サービス提供

体制強化加算(Ⅱ)にあっては勤続年数が３年以上の者が１名以上いれば算定可能であること。 

 

【問 126】「10 年以上介護福祉士が 30％」という最上位区分の要件について、 勤続年数はどのように計

算するのか。 

【答】・サービス提供体制強化加算における、勤続 10 年以上の介護福祉士の割合に係る要件については、 

－ 介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が 10 年以上の者の割合

を要件としたものであり、      

－ 介護福祉士の資格を取得してから 10 年以上経過していることを求めるものではないこ

と。     

・「同一法人等での勤続年数」の考え方について、      

－ 同一法人等（※ （※）における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、

職種（直接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数 

－ 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に

変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数 

は通算することができる。      

（※）同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われ

る等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。 

・なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所 における経験・技能のある介護職員の

「勤続年数 10 年の考え方」とは異なることに留意すること。 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（R3.3.26）） 

 

【問６】産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 

【答】 産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることが

できる。 

 平成 21 年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１）(H21.3.23) 

 

 

（８）認知症短期集中リハビリテーション実施加算【届出】  （１日につき）240 単位 
 
［算定基準］ 

注 10 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込ま

れると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語

聴覚士が、その退院（所）日又は訪問開始日から起算して３月以内の期間に、リハビリテーションを

集中的に行った場合に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、１週に２日を限度とし

て、１日につき 240 単位を所定単位数に加算する。 

ただし、短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合は、算定しない。 
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［算定基準留意事項］ 

① 認知症短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、認知症を有する利

用者の認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力（生活環境又は家庭環境へ適

応する等の能力をいう。以下同じ。）を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するた

めのリハビリテーションを実施するものであること。 

② 精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修

を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対

して、訪問リハビリテーション計画に基づき、リハビリテーションを行った場合に、１週間に２日を

限度として算定できるものであること。 

③ 本加算の対象となる利用者はＭＭＳＥ（Mini Mental State Examination）又はＨＤＳ−Ｒ（改訂長

谷川式簡易知能評価スケール）においておおむね５点〜25 点に相当する者とするものであること。 

④ 本加算は、その退院（所）日又は訪問開始日から起算して３月以内の期間に、リハビリテーション

を集中的に行った場合に算定できることとしているが、当該利用者が過去３月の間に本加算を算定

した場合には算定できないこととする。 

 

 

（９）口腔連携強化加算【届出】    （１月に１回限り）50 単位／回 
 
［算定基準］ 

注 11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハ

ビリテーション事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を

得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連

携強化加算として、１月に１回に限り 50 単位を所定単位数に加算する。     ＊《予防は注９》 

 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

訪問リハビリテーション費における口腔連携強化加算の基準 

イ 指定訪問リハビリテーション事業所の従業者が利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当た

って、歯科診療報酬点数表の区分番号 C000 に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機

関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等

で取り決めていること。 

ロ 次のいずれにも該当しないこと。 

（１）他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、栄養状態のスクリーニングを行い、

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を算定している場合を除き、口腔・栄養スクリーニング加算

を算定していること。 

（２）当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要であると歯科医師

が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、指定居宅療養管理指導事業所が

歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費を算定していること。 

（３）当該事業所以外の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定

していること。 
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［算定基準留意事項］ 

① 口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に対する適切な口腔管理につなげ

る観点から、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 口腔の健康状態の評価の実施に当たっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める基準における歯科

医療機関（以下「連携歯科医療機関」という。）の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に

口腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談すること。なお、連携歯科医療機関

は複数でも差し支えない。 

③ 口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科医療機関及び当該利用

者を担当する介護支援専門員に対し、別紙様式６等により提供すること。 

④ 歯科医療機関への情報提供に当たっては、利用者又は家族等の意向及び当該利用者を担当する介護

支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか又は両方に情報提供

を行うこと。 

⑤ 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト及びチについては、利用

者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。 

イ 開口の状態 

ロ 歯の汚れの有無 

ハ 舌の汚れの有無 

ニ 歯肉の腫れ、出血の有無 

ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態 

ヘ むせの有無 

ト ぶくぶくうがいの状態 

チ 食物のため込み、残留の有無 

⑥ 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について」）及び「入院（所）中及び在宅等における療養中の患者に対する

口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方」（令和６年３月日本歯科医学会）等を参考にすること。 

⑦ 口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門

員を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。 

⑧ 口腔連携強化加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議等を活用し決定することと

し、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施すること。 

 

 

（10）退院時共同指導加算【届出】     （１回に限り）600 単位 
 
［算定基準］ 

注 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定訪問リハビリテーション事業所の医師又は理

学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導（病院

又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況

等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに

必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での訪問リハビリテーション計画に反映させることをいう。）

を行った後に、当該者に対する初回の指定訪問リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき１

回に限り、所定単位数を加算する。 
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［算定基準留意事項］ 

① 訪問リハビリテーションにおける退院時共同指導とは、病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、

当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を

在宅での訪問リハビリテーション計画に反映させることをいう。 

② 退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、テレビ電話

装置等の活用について当該者又はその家族の同意を得なければならない。この際、個人情報保護委員

会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生

労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

③ 退院時共同指導を行った場合は、その内容を記録すること。 

④ 当該利用者が通所及び訪問リハビリテーション事業所を利用する場合において、各事業所の医師等

がそれぞれ退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合は、各事業所において当該加

算を算定可能である。ただし、通所及び訪問リハビリテーション事業所が一体的に運営されている場合

においては、併算定できない。 

 

 

（11）高齢者虐待防止措置未実施減算【届出】     100 分の１減算 
 
［算定基準］ 

注２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定

単位数の 100 分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。        ＊《予防は注２》 

 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

訪問リハビリテーション費における高齢者虐待防止措置未実施減算の基準 

指定居宅サービス等基準第八十三条において準用する指定居宅サービス等基準第三十七条の二に規

定する基準に適合していること。 

（指定居宅サービス等基準第37条の２） 

指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護

員等に周知徹底を図ること。 

二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施

すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

※ 指定居宅介護サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のイの注１の厚生労働大臣

が定める基準に適合するもの 

次のいずれにも該当する者 

イ 医療機関に入院し、当該医療機関の医師の診療を受け、当該医療機関の医師、理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士からリハビリテーションの提供を受けた利用者であること。 

ロ 当該利用者が入院していた医療機関から、当該指定訪問リハビリテーション事業所に対し、当該

利用者に関する情報の提供が行われている利用者であること。 

ハ 指定訪問リハビリテーションの提供を受けている日前の一月以内に、イに規定する医療機関から

退院した利用者であること。 
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［算定基準留意事項］ 

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、指定

居宅サービス基準第 37 条の２（指定居宅サービス等基準第 39 条の３において準用する場合を含む。）に

規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的に

は、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための

指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防

止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県

知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告する

こととし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単

位数から減算することとする。 

 

【問 167】高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全て

の措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていなけ

れば減算の適用となるのか。 

【答】 減算の適用となる。 

なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（R6.3.15） 

 

【問 168】運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日

の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。 

【答】 過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」

となる。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（R6.3.15） 

 

【問 169】高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての

措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていない事

実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に

改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が

認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。」こと

とされているが、施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできな

いのか。 

【答】 改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。

当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降に当該計画に

基づく改善が認められた月まで継続する。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（R6.3.15） 

 

 

（12）業務継続計画未策定減算【届出】     100 分の１減算 
 
［算定基準］ 

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数

の 100 分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。          ＊《予防は注３》 

 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を行わずに利用者に対して指定訪問リハビリテーシ

ョンを行った場合の減算に係る基準 

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が、当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的

な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医

師から、当該利用者に関する情報の提供を受けていること。 
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（２）当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。 

（３）当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、訪問リ

ハビリテーション計画を作成すること。 

ロ イの規定に関わらず、令和６年６月１日から令和９年３月 31 日までの間に、次に掲げる基準のいず

れにも適合する場合には、同期間に限り、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーシ

ョン費の注 14 を算定できるものとする。 

（１）イ（１）及び（３）に適合すること。 

（２）イ（２）に規定する研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載している

こと。 

 

［算定基準留意事項］ 

業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第 30 条の２第１項（指定居宅サービ

ス等基準第 39 条の３において準用する場合を含む。）に規定する基準を満たさない事実が生じた場合

に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基準を満たない

状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することと

する。 

 

 

【問７】業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。 

【答】 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計

画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 

なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業

務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継

続計画未策定減算の算定要件ではない。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）（R6.5.17） 

 

【問 165】業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。 

【答】  業務継続計画未策定減算の施行時期は下記表のとおり。 
 

対象サービス 施行時期 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、

福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応

型訪問介護、居宅介護支援、介護予防訪問入浴介護、介護予防

訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防福祉用

具貸与、介護予防支援 

令和７年４月 

 
※居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売

には、業務継続計画未策定減算は適用されない。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（R6.3.15） 
 

【問 166】行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事

実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。 

【答】 業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点

ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。 

例えば、通所介護事業所が、令和７年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判

明した場合（かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計

画の策定を行っていない場合）、令和７年 10 月からではなく、令和６年４月から減算の対象とな

る。 

また、訪問介護事業所が、令和７年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明

した場合、令和７年４月から減算の対象となる。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（R6.3.15） 
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【問８】以下の場合は送迎減算の対象になるのか。 

① 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、予定していた通所

型サービスの提供が行われなかった場合 

② 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、通所 型サービスの

提供は行われたが、送迎が行われなかった場合（予定していた送迎が中 止となった場合を含む） 

【答】 事業者都合・利用者都合を問わず、サービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎を実際に

行っていたかを確認の上、送迎を行っていなければ送迎減算が適用される。 

①については、通所型サービス自体の提供が行われていないため、送迎減算は適用されない。 

一方で、②はサービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎が行われていないため、送迎

減算が適用される。        令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）（R6.5.17） 

 

（13）介護職員等処遇改善加算                               

所定単位数 × 1.5％ ／ 月 

◆介護職員の賃金改善を実施している場合、指定権者である都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介

護支援事業所が、利用者に対し居宅介護支援を提供した場合に、上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

 

※ 令和８年６月１日から適用 【訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション】 

 

※詳細については、以下を参照すること 

・介護サービス事業者等集団指導≪共通編≫ 

・県、市ホームページ 

(熊本県ホームページ)：ホーム＞健康・福祉・子育て＞高齢者・障がい者・介護＞ 

高齢者支援課＞介護報酬改定＞介護職員等処遇改善加算（旧介護職員処遇改善加算、 

介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算含む）について 

(熊本市ホームページ)：ホーム＞分類から探す＞ビジネス＞事業者の方へ＞届出・証明・法令・規制＞介

護・福祉＞介護職員等（特定）処遇改善加算 

 

 

３ その他留意事項 

① サービス種類相互の算定関係 

ア 特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護を受け

ている間について 

→ その他の指定居宅サービス又は地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導を除

く。）は算定しない。（ただし、特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必

要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス又は地

域密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること）。 

イ 短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間について 

訪問介護費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問リハ費、居宅療養管理指導費、通所介護費及び通

所リハ費並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、認知症対応型通所介

護費、小規模多機能型居宅介護費及び複合型サービス費は算定しない。 

なお、福祉用具貸与費については、算定可能。 

ウ 小規模多機能型居宅介護をうけている者 

訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・福祉用具貸与を除く在宅サービス・地域密着型サービス

は算定しない。 

 

② 施設入所日退所日等の居宅サービスの算定について 

ア 介護老人保健施設・介護療養型医療施設若しくは介護医療院の退所（退院）日又は短期入所療養介

護のサービス終了日（退所・退院日） 

医療系サービス（訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・通所リハ）は算定できない。 
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訪問介護等の福祉サービスは算定できるが、退所・退院日に通所サービスを機械的に組み込むとい

った居宅サービス計画は適正ではない。 

イ 入所・入院当日 

当日でも入所・入院前の訪問通所サービスは別に算定できるが、通所サービスを機械的に組み込む

と言った居宅サービス計画は適正ではない。 

ウ 施設入所（入院）者が外泊又は介護保険施設、経過的介護療養型医療施設介護医療院の試行的退所

を行っている場合には、外泊時又は試行的退所時に居宅サービスは算定できない。 

 

③ 訪問サービスの利用 

ア 同一時間帯の複数種類の利用 

原則として同一時間帯に１つの訪問サービスを利用。 

介護のために必要な場合に限り、「訪問介護と訪問看護」又は「訪問介護と訪問リハ」又は「夜間対

応型訪問介護と訪問看護」の同一時間帯の利用は、それぞれ算定される。 

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪問サービスの所定単位数は

算定できない。 

イ サービスが行われる「居宅」の考え方 

訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハは利用者の居宅（介護保険法第８条第２項で定義）

で行われるもので、居宅以外で行われるものは算定できない。 

 

 

■医療保険の訪問看護との関係 

【問 14】医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーシ

ョンを行った場合、医療保険と介護保険についてそれぞれ算定できるか。 

【答】 医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーシ

ョンが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合に限りそれぞれ算定できる。 

介護報酬に係るＱ＆Ａ（H15.5.30） 

 
 

■入院患者の外泊中のサービス提供 

【問 15】医療保険適用病床の入院患者が外泊中に介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを

算定できるか。 

【答】 医療保険適用病床の入院患者が外泊中に受けた訪問サービスは介護保険による算定はできないた

め、ご指摘の場合は算定できない。              介護報酬に係る Q&A（H15.5.30） 

 
 

■医療保険と介護保険の関係（リハビリテーション） 

【問２】介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテ

ーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護サービスを受けている者であれば、疾患

別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できると考えてよいか。 

(例）通所介護の「個別機能訓練加算」、訪問看護ステーションにおいて看護職員に代わり理学療法

士又は作業療法士が行う訪問看護等 

【答】 そのとおり。    事務連絡(保険局医療課）疑義解釈資料の送付について（その８)（H19.6.1） 

 
 

■保険医療機関において指定訪問リハビリテーションを行う場合の取扱 

【問 58】保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸

器リハビリテーション（以下、疾患別リハビリテーション）と１時間以上２時間未満の通所リハビ

リテーション又は訪問リハビリテーションを同時に行う場合、理学療法士等は同日に疾患別リハビ

リテーション、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションを提供することができるのか。 

【答】 次の４つの条件を満たす必要がある。 

１ 訪問リハビリテーションにおける 20 分のリハビリテーションに従事した時間を、疾患別リハビ
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リテーションの１単位とみなし、理学療法士等１人あたり１日 18 単位を標準、１日 24 単位を上

限とし、週 108 単位以内であること。 

２ １時間以上２時間未満の通所リハビリテーションにおける 20 分の個別リハビリテーションに従

事した時間を、疾患別リハビリテーションの１単位とみなし、理学療法士等１人あたり１日 18 単

位を標準、１日 24 単位を上限とし、週 108 単位以内であること。 

３ 疾患別リハビリテーション１単位を訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションの 20

分としてみなし、理学療法士等１人当たり１日合計８時間以内、週 36 時間以内であること。 

４ 理学療法士等の疾患別リハビリテーション、通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーシ

ョンにおけるリハビリテーションに従事する状況が、勤務簿等に記載されていること。 

（平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(vol.1) H30.3.23） 
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■医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について 

【問 23】医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、「リハビリテー

ション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順

及び様式例の提示について」（令和３年３月 16 日老認発 0316 第３号、老老発 0316 第２号）の別紙

様式２－２－１をもって、保険医療機関から介護保険のリハビリテーション事業所が情報提供を受

け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式２－２－１に記載された内容につい

て確認し、リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、

別紙様式２－２－１をリハビリテーション計画書と見なしてリハビリテーションの算定を開始し

てもよいとされている。 

１）医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、当該保険医療機関を介護保険

のリハビリテーション事業所として利用し続ける場合であっても同様の取扱いをしてよいか。

また、その場合、保険医療機関側で当該の者を診療し、様式２－２－１を記載して情報提供を行

った医師と、介護保険のリハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、

情報提供を受けたリハビリテーション事業所の医師の診療を省略して差し支えないか。 

２）医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、保険医療機関から情報提供を

受ける介護保険のリハビリテーション事業所において、指定訪問リハビリテーションと指定通

所リハビリテーションの両方を受ける場合、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用

者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リ

ハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーシ

ョン提供内容について整合が取れたものとなっていることが確認できれば、別紙様式２－１に

よる情報提供の内容を訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの共通のリハビリ

テーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。 

【答】１）よい。また、医師が同一の場合であっては、医師の診療について省略して差し支えない。ただ

し、その場合には省略した旨を理由とともに記録すること。 

２）差し支えない。≪参考≫居宅基準 81 条第５項、基準解釈通知第３の四の３の(３)⑤から⑦ま

でを参照のこと。 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（R3.3.23）） 
 
 

■医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について 

【問 23】シーティングとして、医師の指示の下に理学療法士等が、椅子や車椅子等上の適切な姿勢保持や

褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッ

ションや付属品の選定や調整を行った場合に、介護報酬上におけるリハビリテーションの実施時間

に含めることは可能か。 

【答】 可能。この場合のシーティングとは、椅子や車椅子等上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等

の日常生活動作の能力の低下を来した患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適

切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポー

トのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で椅子や車椅子等

上での座位をとらせる場合は該当しない。またシーティング技術を活用して車椅子ではなく、椅子

やテーブル等の環境を整えることで、「椅子に座る」ことが望ましい。なお、シーティングの実務

については「高齢者の適切なケアとシーティングに関する手引き」を参考とすること。 

 

＜参考：「高齢者の適切なケアとシーティングに関する手引き」（令和２年度 厚生労働省老人保健健康増

進等事業「車椅子における座位保持等と身体拘束との関係についての調査研究」高齢者の適切なケアと

シーティングに係る検討委員会、令和３年３月）＞ 

1.1 高齢者ケアにおけるシーティングとは 

高齢者ケアにおけるシーティングを、「体幹機能や座位保持機能が低下した高齢者が、個々に望む

活動や参加を実現し、自立を促すために、椅子や車椅子等に快適に座るための支援であり、その支援

を通して、高齢者の尊厳ある自立した生活の保障を目指すもの」と定義します。 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）（R3.4.15）） 
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（参考資料） 

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に 

関連する事項等について」の一部改正について（平成 30 年 3 月 30 日 保医発 0330 第２号）から抜粋 

 

第４ 医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意事項 
 
10 リハビリテーションに関する留意事項について 

要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、医療保険に

おける心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテ

ーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料（以下「医療保険における疾

患別リハビリテーション料」という。）を算定するリハビリテーション（以下「医療保険における疾患別

リハビリテーション」という。）を行った後、介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リ

ハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーション（以

下「介護保険におけるリハビリテーション」という。）の利用開始日を含む月の翌月以降は、当該リハビ

リテーションに係る疾患等について、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーショ

ン料を算定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテーション

料は算定できない。ただし、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設で

介護保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合には、一定期間、医療保険における疾

患別リハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを併用して行うことで円滑な移行が期待でき

ることから、介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日を含む月の翌々月まで、併用が可能であ

ること。併用する場合には、診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用

開始日」を記載することにより、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った日

以外の日に医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定することが可能である。ただし、当該利

用開始日の翌月及び翌々月に算定できる疾患別リハビリテーション料は１月７単位までとする。 

なお、目標設定等支援・管理料を算定してから３月以内に、当該支援によって紹介された事業所におい

て介護保険におけるリハビリテーションを体験する目的で、同一の疾患について医療保険におけるリハ

ビリテーションを行った日以外に１月に５日を超えない範囲で介護保険におけるリハビリテーションを

行った場合は、診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記

載する必要はなく、医療保険における疾患別リハビリテーションから介護保険におけるリハビリテーシ

ョンへ移行したものとはみなさない。 
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〇介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項について 

(令和 6 年 3 月 29 日／老高発 0329 第 2 号／老認発 0329 第 5 号／老老発 0329 第 1 号／都道府県介護保険

主管部（局）長あて厚生労働省老健局高齢者支援課長、 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、

厚生労働省老健局老人保健課長通知  

 

第１ テレワークに関する基本的な考え方  

（１）管理者について  

介護事業所等の管理者は、個人情報の適切な管理を前提に、介護事業所等の管理上支障が生じない範囲

内において、テレワークを行うことが可能である。また、当該管理者が複数の介護事業所等の管理者を兼

務している場合にも、それぞれの管理に支障が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可能で

ある。その際、利用者やその家族からの相談対応なども含め、利用者に対するサービスの提供や提供され

るサービスの質等に影響が生じないようにすること。管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方につい

ては、第２を参照すること。なお、個人情報の適切な管理については、第４を参照すること。  

（２）管理者以外の各職種の従業者について  

介護事業所等の管理者以外の各職種の従業者（以下単に「従業者」という。）によるテレワークに関する

基本的な考え方は、以下のとおりとする。なお、個人情報の適切な管理については、第４を参照すること。  

① 基準上の具体的な必要数を超える部分について  

サービス類型ごとに、人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のうち、事業

所等でサービス提供に当たる従業者の数が、人員配置基準等における具体的な必要数を上回っている場

合については、当該基準を上回る部分について、個人情報の適切な管理を前提に、テレワークを実施し

ても差し支えない。例えば、基準上で配置が必要な従業者数が常勤換算 3.0 人であり、実際の配置数が

常勤換算 3.2 人である場合、常勤換算 3.0 人を超える部分（常勤換算 0.2 人の部分）で従業者がテレワ

ークを実施しても差し支えない。  

② 基準上の具体的な必要数を超えない部分について  

サービス類型ごとに、人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種の従業者数の

うち、当該事業所等における基準上の必要数を上回らない部分については、利用者の処遇に支障が生じ

ないと認められる範囲内であれば、テレワークを実施しても差し支えない。例えば、基準上で配置が必

要な従業者数が常勤換算 3.0 人である場合であって、１人の従業者がテレワークを実施し、事業所・施

設等及び利用者の居宅等のサービス提供の場所で業務に従事する従業者数が 3.0人を下回る場合（例え

ば、常勤換算 2.8 人となる場合）であっても、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、テレワ

ークを実施しても差し支えない。  

ただし、職種によっては、職種の特性を踏まえ、原則としてテレワークが認められない場合があるた

め、第３を参照すること。また、「利用者の処遇に支障が生じないと認められる範囲」の具体的な考え方

については、第３を参照すること。  

③ 具体的な必要数を定めて配置を求めていない職種について  

サービス類型ごとに、人員配置基準等で常勤換算職員数や常勤職員数等の具体的な必要数を定めて配

置を求めていない職種については、個人情報の適切な管理を前提に、当該職種の職責を果たすことがで

きるのであれば、人員配置基準上は、業務の一部をテレワークにより実施しても差し支えない。職種ご

との具体的な考え方については、第３を参考にされたい。  

第２ 管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方（管理者について）  

（１）管理者がテレワークを行い、介護事業所等を不在とする場合であっても、サービスごとに運営基準上

定められた管理者の責務（例えば、通所介護の場合、従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の

実施状況の把握その他の管理及び従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令）を管理者自らが

果たす上で支障が生じないよう体制を整えておくこと。  

（２）管理者がテレワークを行うことで、テレワーク実施者である管理者本人及び他の従業者に過度な業務

負担が生じることのないよう、留意すること。  

（３）勤務時間中、利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保すること。また、テレ

ワークを行う管理者は、利用者、従業者及びその他関係者と、テレワークを円滑に行えるような関係を

日頃から築いておくこと。  

（４）事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、管理者がテレワークを行う場合における緊急

時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、必要に応じて管理者自身が速やかに
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出勤できるようにしておくこと。  

（５）管理者としてテレワークを行うことができる日数・時間数については、介護サービスの種類や介護事

業所等の実態等に応じて、各事業者において個別に判断すること。ただし、他の職種を兼務する管理者

がテレワークを行う場合、他の職種の従業者としての業務については第３及び第４を参照すること。  

（６）介護サービス事業者は、当該管理者の労働時間の管理等、適切な労務管理を行うこと。その際、テレ

ワーク実施者の適切な労務管理等について、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイド

ライン」（令和３年３月 25 日基発 0325 第５号・雇均発 0325 第４号 別添１）を参照すること。また、

テレワークに係る労務管理・ICT の活用等の事業者向け無料相談・コンサルタント窓口として「テレワ

ーク相談センター」を設けているため、必要に応じ活用すること。  

（参考１）「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」（パンフレット）  

https://www.mhlw.go.jp/content/000828987.pdf  

（参考２）「テレワーク相談センター」のご案内  

https://telework.mhlw.go.jp/info/map/  

（７）テレワークの実施及び上記（１）～（６）の内容について、利用者やその家族、都道府県、市町村等

から求めがあれば、適切かつ具体的に説明できるようにすること。  

第３ 利用者の処遇に支障が生じないこと等の具体的な考え方（管理者以外の従業者について）  

（１）各職種の従業者がテレワークを行い、事業所等を不在とする場合であっても、サービスごとに運営基

準上定められた各職種の責務・業務に加え、当該従業者が実務上担っている役割を果たす上で、支障が

生じないよう体制を整えておくこと。  

また、テレワーク実施者本人、管理者及びテレワーク実施者以外の他の従業者に過度な業務負担が生

じ、利用者の処遇に支障が生じることのないよう、留意すること。 

なお、各職種の特性も踏まえ、事業所等に不在となる時間が一定以上生じることで、当該職種として

の責務の遂行に支障が生じる場合には、個別の業務についてテレワークでの実施が可能と考えられる場

合であっても、テレワークを実施してはならないこと。  

（２）テレワークを行うことができる日数・時間数については、介護サービスの種類や介護事業所等の実態

等に応じて、各事業者において個別に判断すること。ただし、終日単位で事業所等を不在にするテレワ

ークの実施については、利用者の処遇に支障が生じないか、特に慎重に判断すること。  

（３）勤務時間中、事業所等の現場に出勤する従業者とテレワーク実施者の間で適切に連絡が取れる体制を

確保すること。  

（４）テレワーク実施者の労働時間の管理等、適切な労務管理を行うこと。具体的には、第２（６）を参照

すること。  

（５）個別の業務のうち、書類作成等の事務作業、事業所外の専門職との連絡等の業務については、予めテ

レワークを行う日時を決めておけば、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられ

る。  

（６）個別の業務のうち、利用者・入所者との面談・相談やアセスメント等のための観察等の業務について

は、相手方の表情や反応を直接確認する必要があり、自身と相手方の双方に相応な機器操作能力が求め

られることに加え、情報通信機器を通じた音声の聞き取りづらさ等、意思疎通の上で一定の制約がある。  

そのため、情報通信機器を用いた遠隔での面談等の実施については、意思疎通が十分に図れる利用者

について、利用者本人及び家族の理解を得て行うなど、適切に対応すること。  

ただし、家族との面談については、家族側でも操作環境が構築でき、家族の同意がある場合には、テ

レワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。  

（７）利用者の処遇に支障が生じない範囲の具体的な考え方（職種ごと）  

➀～② 略  

③ 介護職員・看護職員  

• 書類作成等の事務作業については、個別の業務単位では、テレワークで実施しても、利用者の処遇

に支障がないと考えられる（第３（５）を参照）が、当該職員が事業所等に不在となることで利用者

の処遇に支障が生じないよう十分留意すること。  

• 利用者を直接処遇する業務及び直接処遇に関わる周辺業務は、テレワークで実施することは想定さ

れないことから、原則として、テレワークでの実施は認められない。  

• なお、夜間及び深夜の時間帯を通じて各サービスの提供に当たる従業者については、夜間及び深夜

の勤務並びに宿直勤務について、これまでの取扱いを変えるものではない。  
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④～⑫ 略 

第４ 個人情報の適切な管理について  

（１）利用者やその家族に関する情報を取り扱う際は、個人情報保護関係法令、「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成 29 年４月 15 日（令和６年３月一部改正）個人

情報保護委員会・厚生労働省）及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 6.0 版（令

和５年５月）」を参照し、特に個人情報の外部への漏洩防止や、外部からの不正アクセスの防止のための

措置を講ずること。  

（２）上記に加えて、第三者が情報通信機器の画面を覗き込む、従業者・利用者との会話を聞き取るなどに

より、利用者やその家族に関する情報が漏れることがないような環境でテレワークを行うこと。  

（３）利用者やその家族に関する情報が記載された書面等を自宅等に持ち帰って作業する際にも、情報の取

扱いに留意すること。  

（参考１）「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成 29 年４月 14

日（令和６年３月一部改正）個人情報保護委員会 厚生労働省）  

https://www.mhlw.go.jp/content/001235843.pdf  

（参考２）「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 6.0 版（令和５年５月）」  

Https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html 
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 ■■■ 各種情報 ■■■   

 

○ 「介護保険法」、「介護保険法施行令」、「介護保険法施行規則」、「指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準」など  
 
法令データ提供システム（https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/）  

「法令索引検索」に法令名を入れて検索。  
 

○ 厚生労働省の告示  
 
厚生労働省法令等データベースシステム（https://www.mhlw.go.jp/hourei/index.html）  

「法令検索」を利用して検索。  
 

○ 国の解釈通知やQ&A  
 
ワムネット（http://www.wam.go.jp/）  

「介護」→ 「行政情報（介護）」  
 

○ 熊本県・熊本市からのお知らせ等  

熊本県ホームページ（http://www.pref.kumamoto.jp/）ホーム＞ 健康・福祉・子育て ＞ 高齢者・障

がい者・介護 ＞ 高齢者支援課 ＞ 介護サービス事業所 

 

熊本市ホームページ（http://www.city.kumamoto.jp/）ホーム ＞ 分類から探す ＞ ビジネス ＞ 事業

者のかたへ ＞ 届出・証明・法令・規制 ＞ 介護・福祉 

 
 

○ 介護保険に関する情報提供、制度改正に関する最新の情報、介護報酬のＱ＆Ａ検索 
 
介護保険情報バンク（http://www.kaigobank.jp/） 

 
 

（参考） 

○ みなし指定により事業を開始される場合の手続きについて 

・熊本県ホームページ（http://www.pref.kumamoto.jp/）（   で「0003346」で検索してください）」 

・熊本県ホームページ（http://www.pref.kumamoto.jp/）＞ 健康・福祉・子育て  

＞ 高齢者・障がい者・介護 ＞ 高齢者支援課 ＞ 介護サービス事業所の ＞ 保険医療機関等の「みなし指

定」により事業を開始される皆様へ 
 

・熊本市ホームページ（熊本市公式サイト）＞（   で「2274」で検索してください） 

・ （熊本市公式サイト）＞分類から探す ＞ ビジネス ＞事業者の方へ ＞ 届出・証明・法令・規制  

＞ 介護・福祉 ＞ 介護保険事業所の申請書 ＞ 保険医療機関等の「みなし指定」により介護サービス事

業を開始される皆様へ 

  

http://www.kaigobank.jp/
http://www.pref.kumamoto.jp/
http://www.pref.kumamoto.jp/
http://www.pref.kumamoto.jp/hpkiji/pub/list.aspx?c_id=3&class_set_id=1&class_id=1006
http://www.pref.kumamoto.jp/hpkiji/pub/list.aspx?c_id=3&class_set_id=1&class_id=1049
https://www.city.kumamoto.jp/default.html
https://www.city.kumamoto.jp/default.html
https://www.city.kumamoto.jp/default.html
https://www.city.kumamoto.jp/default.html
https://www.city.kumamoto.jp/classset001.html
https://www.city.kumamoto.jp/list04010.html
https://www.city.kumamoto.jp/list04066.html
https://www.city.kumamoto.jp/list04200.html
https://www.city.kumamoto.jp/list04415.html
https://www.city.kumamoto.jp/list04532.html
https://www.city.kumamoto.jp/kiji0032274/index.html
https://www.city.kumamoto.jp/kiji0032274/index.html
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（参考資料）算定構造 
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R6.7現在

市町村名 離島振興対策実施地域 振興山村 厚生労働大臣が別に定める地域 辺地 半島地域 特定農山村 過疎地域

根拠条文 離島振興法第２条第１項 山村振興法第７条第１項

厚生大臣が定める特例居
宅サービス費等の支給に
係る離島その他の地域の
基準　第六号

辺地に係る公共的施設の
総合整備のための財政上
の特別措置等に関する法
律第２条第１項

半島振興法第２条第1項

特定農山村地域における
農林業等の活性化のため
の基盤整備の促進に関す
る法律第２条第１項

過疎地域の持続的発展の
支援に関する特別措置法
第２条第２項

特別地域加算 ○ ○ ○

中山間地域等における小規
模事業所加算

○ ○ ○ ○

中山間地域等に居住する者
へのサービス提供加算

○ ○ ○ ○ ○ ○

八代市

旧坂本村旧下松求麻村
旧坂本村旧百済来村
旧東陽村旧河俣村
旧泉村

坂本町（坂本、荒瀬、葉
木、鎌瀬、中津道及び市ノ
俣に限る）
東陽町小浦（内の原、箱
石に限る）

深水、辻、責・川原谷、小
川内、木々子、内の木場、
仁田尾、樅木、釈迦院

旧坂本村
旧東陽村
旧泉村

旧坂本村
旧東陽村
旧泉村
旧鏡町

人吉市 鹿目町、田野町 全域 全域

水俣市 旧久木野村 本井木・岩井口 全域 全域

玉名市 奥野、大栄
旧八嘉村
旧米富村

旧天水町

山鹿市
旧鹿北町旧岳間村
旧菊鹿町旧内田村

茂田井、曲野、荒平、小川
内・後川内、麻生、上中、
柏の木、矢谷、上内田、山
内、池永

旧山鹿市 旧三岳村
旧山鹿市 旧三玉村
旧鹿北町
旧菊鹿町 旧内田村
旧鹿央町 旧米野岳村
旧鹿央町 旧山内村

全域（みなし指定）

菊池市 旧龍門村

小木、班蛇口、柏木護、杉
生、伊牟田、原本村、平山
若木、桜ヶ水、龍門、重
味、塚原、雪野市野瀬

旧菊池市
旧旭志村

旧旭志村

宇土市 花園、網田、網津 全域
旧緑川村
旧網田村

上天草市
湯島（旧大矢野町）
中島（旧松島町）

旧松島町旧教良木河内村 湯島、大作山、下桶川 全域
旧松島町
旧姫戸町
旧龍ヶ岳町

全域

宇城市
古場、八柳・千房、古屋
敷、大見、向山、山田、馬
場、底江

旧不知火町
旧三角町

旧三角町旧大岳村 旧三角町、旧豊野町

阿蘇市
旧一宮町旧古城村
旧一宮町旧中通村

遊雀、立塚、横堀、坂の
上、荻の草

全域 全域

天草市
横浦島（旧御所浦町）
牧島（旧御所浦町）
御所浦島（旧御所浦町）
横島（旧新和町）

旧本渡市旧枦宇土村
旧牛深市旧二浦村
旧天草町旧福連木村
旧天草町旧下田村

方原上・下、平・市古木、
長迫、池田、山浦、外平、
大浦・元浦、牧島、横浦
島、嵐口、御所浦、大河
内、宮南、上大多尾、碇
石、石立、板之河内、女
岳、今村

全域（旧御所浦町を除く）

旧本渡市
旧牛深市
旧有明町
旧御所浦町
旧倉岳町
旧新和町
旧五和町
旧天草町
旧河浦町

全域

美里町

坂本、払川、椿・下草野、
松野原、川越、甲佐平、早
楠、柏川、中央北、下福
良・山出

旧中央町旧年袮村
旧砥用町

全域

南関町 全域

長洲町 旧六栄村

和水町 坂本、上十町 旧三加和町 全域

大津町 旧瀬田村 真木、新小屋 旧瀬田村

南小国町 全域 黒川、波居原、吉原 全域 全域

小国町 全域
岳の湯、明里、田原、北河
内、麻生鶴、名原

全域 全域

産山村 全域 片俣 全域 全域

高森町 旧草部村
中、矢津田、草部、芹口、
菅山、永野原、下切、津
留、野尻、河原、尾下

旧草部村
旧野尻村

全域

西原村 旧河原村 宮山、河原、小森 旧山西村

南阿蘇村 旧久木野村 沢津野・乙ヶ瀬
旧久木野村
旧長陽村

全域

御船町
浅の薮・間所、田代東部、
田代西部、水越

旧滝水村
旧陣村

益城町 全域

甲佐町 旧宮内村 坂谷
旧甲佐町
旧宮内村
旧竜野村

全域

山都町
旧矢部町旧白糸村
旧清和村旧小峰村

井無田、大平、高月、郷野
原、鶴ヶ田、仏原、安方、
長崎、橘、花上、下山、大
見口、上差尾、玉目、高
畑、東竹原、柳、高辻、伊
勢、長谷、神の前、塩出
迫、方ケ野、八木

島木４区、島木２区、下
鶴、菅、目丸、猿渡、
三ヶ、柚木、麻山後谷、御
所、緑川、原尻、郷野原、
川口、木原谷、井無田、鶴
底、法連寺・日名田、高
月、尾野尻、長崎、橘、花
上、下山、大見口、上差
尾、玉目、高畑、東竹原、
柳、高辻、伊勢、長谷、神
の前、塩出迫、八木、小峰

全域 全域

氷川町 旧竜北町

芦北町
旧芦北町旧大野村
旧芦北町旧吉尾村

岩屋川内、海路、大野、西
告、東告

全域 全域

津奈木町 全域 全域

多良木町 旧久米村 槻木、柳野、宮ヶ野 全域 全域

湯前町 全域 全域

水上村 全域
江代、舟石・高澄、川内、
本野・笠振

全域 全域

相良村 旧四浦村 全域 全域

五木村 全域 小鶴 全域 全域

山江村 全域 尾崎、屋形 全域 全域

球磨村 全域 神瀬、渡、一勝地 全域 全域

あさぎり町 旧上村 平山、阿蘇 旧上村 全域

苓北町 全域 全域 旧都呂々村 全域

※中山間地域等における小規模事業所加算の対象地域については、上記一覧表の該当地域のうち、特別地域加算の対象地域を除いた地域となります。

特別地域・中山間地域に係る対象地域一覧表


